
李
朝
初
期
に
お
け
る
並
作
制
成
立
の
歴
史
的
篠
件
(
下
)

ー
主
と
し
て
奴
縛
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
移
行
問
題
と
関
連
し
て
|

金

鴻

植

目

次

一
問
題
の
提
起

こ
奴
稗
制
と
そ
の
歴
史
的
展
開
|
『
私
役
』
関
係
と
し
て
の
並
作
制
に
つ
い
て
l
(以
上
第
三
三
谷
第
二
銃
)

三
佃
戸
制
成
立
の
諸
特
質
|
『
字
放
』
閥
係
と
し
て
の
並
作
制
に
つ
い
て
|

四
結
び
|
「
並
作
牢
牧
」
、制
の
歴
史
的
意
義
|
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佃
戸
制
成
立
，の
諸
特
質

ー
「
牟
牧
」
関
係
と
し
て
の
並
作
制
に
つ
い
て
|

付
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
李
朝
初
期
に
お
け
る
隷
属
農
民
の
存
在
形
態
は
良
民
・
賎
民
の
法
律
的
・
身
分
的
匡
別
か
ら
見
れ
ば
、
非
常

に
車
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
賓
の
隷
属
形
態
か
ら
分
析
す
れ
ば
、

ω主
人
の
家
や
門
前
回
沓
に
お
い
て
直
接
に
役
使
さ
れ
給
養
さ
れ

る
、
家
内
奴
隷
的
な
「
率
居
奴
稗
」
か
ら
、
倒
主
に
主
人
の
団
地
か
ら
な
る
保
有
地
に
お
い
て
、
場
合
に
よ
っ
℃
主
人
の
監
督
或
い
は
干
輿
を
受

け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
猫
立
の
小
経
営
を
行
な
い
、
家
族
を
形
成
し
て
い
る
「
外
居
奴
稗
」
、

ωさ
ら
に
法
律
的
に
は
良
民
で

あ
り
な
が
ら
、
主
人
の
戸
籍
に
入
籍
さ
れ
、
農
牛
・
農
目
マ
種
子
・
食
糧
ま
で
主
人
に
依
存
し
，、
住
宅
さ
え
供
給
さ
れ
て
重
い
賦
役
務
働
と
地

643 

代
に
よ
っ
て
、
主
人
に
奴
稗
と
同
様
に
隷
属
す
る
と
こ
ろ
の
コ
雇
工
」
又
は
「
稗
夫
」
な
ど
を
そ
の
突
出
部
分
と
す
る
奴
蝉
的
佃
戸
、
倒
最
後
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に
は
、
園
家
に
劃
し
て
原
則
的
に
園
役
の
義
務
を
負
い
な
が
ら
、
地
主
に
劃
し
て
は
比
較
的
自
由
な
隷
属
農
民
で
あ
る
佃
戸
、
な
ど
に
到
る
多

様
な
隷
属
形
態
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
奴
稗
と
佃
戸
と
の
間
で
の
現
質
的
形
態
は
よ
り
生
々
と
流
動
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
四
つ
の
隷
属
形
態
だ
け
で
は
そ
の
複
雑
多
端
な
隷
属
農
民
の
あ
り
方
を
き
わ
め
て
特
徴
的
に
し
か
説
明
で
き
な
い
と
思
う
。

前
節
で
述
べ
た
通
り
、
李
朝
初
期
で
は
す
で
に
奴
蝉
層
の
な
か
か
ら
絶
え
ず
外
居
又
は
納
貢
奴
蝉
か
ら
な
る
佃
戸
的
奴
稗
が
生
み
出
さ
れ
て

お
り
、
な
お
、
そ
の
佃
戸
的
奴
稗
は
、
良
賎
交
嫁
・
補
充
軍
編
入
・
代
口
一
関
身
或
い
は
納
粟
潟
良
な
ど
の
様
々
な
経
路
を
通
じ
て
佃
戸
の
形
態

⑮
 

に
近
づ
き
融
合
し
つ
つ
あ
っ
た
。

他
方
、
自
替
の
良
人
農
民
も
初
期
の
農
荘
の
護
達
に
伴
っ
て
、
佃
戸
的
隷
属
農
民
に
慶
汎
に
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
節
で
は
主
と
し

て
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

佃
戸
制
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
佃
戸
の
も
つ
法
律
的
・
身
分
的
関
係
又
は
土
地
慣
行
と
し
て
の
小
作
人
的
な

規
定
に
と
ら
わ
れ
て
、
並
作
制
の
内
部
に
お
け
る
支
配
・
隷
属
関
係
の
具
瞳
的
な
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
上
記
の
よ
う
な
奴
嫡
け
か
ら
佃
戸
に
到
る

諸
隷
属
形
態
の
轄
化
と
護
展
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
方
向
l
そ
れ
ら
の
運
動
の
内
的
法
則
ー
を
見
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
嘗
時
の
李
朝
農
業
の
生
産
力
水
準
及
び
農
村
社
舎
の
構
造
な
ど
の
基
礎
的
な
課
題
を
ま
ず
踏
ま
え
た
上
に
、

そ
れ
を
土
蓋
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
は
今
の
と
こ
ろ
望
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
従
来
の
諸
氏
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
責
関
係
を
つ
か
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

即
ち
、

ω高
麗
末
よ
り
李
朝
初
期
に
か
け
て
の
大
土
地
所
有
で
あ
る
農
荘
経
営
の
構
造
は
、
一
部
に
お
い
て
並
作
制
の
も
と
で
の
佃
戸
経
営

を
も
ち
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
農
荘
主
に
属
す
る
率
居
又
は
外
居
奴
稗
の
鉱
労
働
に
基
、
つ
い
て
い
た
こ
と
、

ωま
た
、
こ
れ
ら
の
奴
稗
は
、
多
く

の
場
合
、
と
く
に
科
団
法
の
貫
施
及
び
奴
蝉
排
正
事
業
を
前
後
に
し
て
大
幅
に
再
編
さ
れ
、
公
田
で
の
農
荘
の
護
達
と
相
侯
っ
て
主
と
し
て
並

作
制
の
中
に
吸
放
さ
れ
佃
戸
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、

ω初
期
よ
り
す
で
に
中
小
地
主
鰹
替
に
お
い
て
は
、
奴
稗
制
が
あ
ま
り
み

ち
れ
な
く
な
り
、
並
作
関
係
に
よ
る
佃
戸
制
が
支
配
的
な
形
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
制
こ
の
よ
う
な
伐
稗
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
轄
化
の
根
本
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的
な
理
由
と
な
っ
た
も
の
は
、
務
働
の
生
産
性
の
黙
に
お
い
て
佃
伊
制
が
奴
鮮
制
よ
り
優
越
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
で
る
る
。

⑮
 

佃
芦
制
の
護
生
は
古
く
高
麗
初
ま
で
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
高
麗
中
葉
頃
ま
で
は
佃
戸
を
用
い
た
並
作
制
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か

っ
た
ゆ
そ
し
て
、
高
麗
末
か
ら
李
朝
初
に
か
け
て
も
大
量
の
奴
稗
を
所
有
し
て
い
る
王
室
(
内
需
司
が
管
掌
す
る
)
・
貴
族
ら
の
大
主
地
を
耕
作
す

る
も
の
は
主
に
外
居
奴
蝉
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
で
佃
戸
・
伴
伯
・
雇
工
な
ど
が
誕
生
し
て
外
居
奴
蝉
と
並
ん
で
農
耕
第
働
に
服
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

嘗
時
の
「
農
荘
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
周
藤
吉
之
氏
の
前
掲
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
劃
す
る
詳
し
い
説
明
は
省
略
す
る
。

氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
の
農
荘
は
主
と
し
て
奴
稗
に
よ
り
耕
作
さ
れ
て
い
た
が
ぺ
農
荘
の
内
部
で
の
奴
牌
に
は
賓
質
的
に
佃
戸
と
な
っ
て

い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
し
、
一
部
で
あ
る
が
佃
戸
及
び
雇
傭
傍
働
に
よ
る
経
営
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
農
荘
の
内
部
で
の
奴
牌
と

佃
戸
と
の
農
妊
主
に
劃
す
る
負
携
に
は
、
牧
穫
の
半
ば

m
H
H
A
T
牧
)
を
納
め
る
ほ
か
に
も
種
々
な
雑
欽
や
径
役
務
働
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

知
6
れ
る
。
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。
で
は
、
こ
こ
で
農
証
主
の
性
格
と
、
そ
れ
に
よ
る
農
荘
経
営
の
構
造
を
一
腰
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
農
荘
の
所
有
者
と
し
て
は
、
王

族
及
び
貴
族
が
勿
論
多
い
が
、
そ
の
他
に
も
一
般
官
僚
・
両
班
及
び
郷
主
も
少
く
な
く
な
か
っ
た
。
又
、
初
期
の
寅
録
に
「
下
三
道
、
土
沃
物

阜
、
朝
土
之
農
荘
蒼
赤
過
牢
鷲
」
(
世
宗
貫
録
一
三
年
四
月
美
丑
)
・
「
朝
土
曲
演
荘
、
畿
内
居
多
」
(
成
宗
貫
録
三
年
七
月
甲
子
〉
「
鈴
川
府
院
君
芳
師
活
:
・

外
方
農
証
所
在
、
累
鉦
高
石
」
(
世
租
貫
録
二
年
十
月
甲
寅
〉
、
「
威
吉
道
人
従
仕
者
、
欲
以
農
証
米
穀
納
子
其
道
」
(
世
宗
賞
録
四
年
十
一
月
甲
戊
〉
と
'

あ
る
記
事
を
み
れ
ば
、
貴
族
や
官
僚
の
農
荘
は
全
道
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
「
元
悪
郷
吏
:
:
:
贋
置
回
圧
役
民
耕
種
者
」

(
経
闘
大
典
五
刑
典
)
及
び
「
各
官
郷
吏
、
世
篤
郷
業
、
挟
威
弄
権
、
贋
植
田
園
」
(
世
宗
貫
録
二
十
一
年
十
月
乙
酒
)
と
あ
る
よ
う
に
地
方
の
郷
吏

も
農
荘
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
一
人
の
貴
族
や
官
僚
の
農
荘
は
一
カ
慮
に
大
規
模
の
領
地
と
し
て
存
在
せ
ず
、
多
く
の
も
の

は
小
規
模
で
各
地
に
分
散
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
世
組
元
年
・
同
三
年
・
容
宗
元
年
に
籍
設
さ
れ
た
錦
城
大
君
瑞
・
鄭
係

.
成
三
間
父
子

・
朴
彰
年
父
子

・者
ノ
令
孫
な
ど
の
農
妊
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
弘

ーー101ァ
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〔
稔
〕
臨
津
・
灘
輿
・
抱
川
・
竹
山
・
慶
州
・
麻
田
(
以
上
京
畿
)
、
唐
津
〈
忠
清
道
〉
、
光
州
(
全
羅
道
〉
、
E

日
州
(
慶
向
道
)
、
江
陰
・
新
渓
・
卒
山
・
延

安
〈
以
上
黄
海
道
)
、
織
原
(
江
原
道
〉
〈
以
上
十
四
カ
庭
〉
、
〔
鄭
綜
〕
江
肇
・
楊
州
・
慶
州
・
衿
川
・
遁
津
〈
以
上
京
畿
〉
、
光
州
・
沃
溝
(
全
羅
道
〉
、
白

川
〈
黄
海
道
)
〈
以
上
八
カ
庭
〉
〔
成
三
間
父
子
〕
錫
州
・
高
陽
・
衿
川
・
原
卒
(
以
上
京
畿
〉
、
唐
津
・
種
山
・
天
安
・
洪
州
〈
以
上
忠
清
道
)
、
築
安
・
威

悦
(
以
上
全
羅
道
〉
、
卒
山
(
資
海
道
〉
〈
以
上
十
一
カ
底
〉
、
〔
朴
彰
年
父
子
〕
果
川
・
朔
寧
(
以
上
京
畿
)
、
新
昌
・
天
安
・
牙
山
・
石
城
・
温
陽
・
金
義

・
燕
岐
(
以
上
忠
清
道
)
、
海
南
(
全
羅
道
〉
〈
以
上
十
カ
慮
〉
一
〔
努
令
孫
〕
積
城
(
京
畿
)
、
洪
州
・
瑞
山
・
懐
徳
・
(
以
上
忠
清
道
〉
、
盛
山
宕
(
全
羅
道
)

〈
以
上
五
カ
慮
〉
。

以
上
の
逼
り
、

一
人
の
農
荘
が
十
徐
カ
鹿
に
も
散
在
し
て
い
る
こ
と
や
、

ー主
と
し
て
京
畿
・
下
三
道
〈
慶
尚
・
忠
清
・
全
羅
〉
に
集
中
し
て
・

@
 

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
潟
、
農
荘
は
大
部
分
が
そ
の
所
有
者
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
彼
か
ら
汲
遣
さ
れ
た
管
理
人
の
監
督

の
も
と
で
農
荘
主
に
属
す
る
外
居
奴
稗
ら
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
各
地
に
分
散
し
て
い
る
た
め
自
分
に
属
す
る
奴
稗
数
だ
け
で

は
そ
の
第
働
需
要
を
ま
か
な
う
こ
と
が
無
理
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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即
ち
、
農
荘
の
直
接
生
産
者
が
一
般
に
奴
稗
と
佃
戸
で
あ
る
と
言
っ
て
も
百
六
位
的
に
は
農
荘
主
の
性
格
に
よ
っ
て
一
様
で
な
か
フ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
ず
、
王
室
の
内
需
司
、
大
君
・
王
女
な
ど
の
王
族
及
び
初
期
の
功
臣
ら
の
農
荘
を
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
一
定
の
管
理
人
の
も
と
で
そ

こ
に
配
属
さ
れ
て
い
る
外
居
奴
稗
(
内
需
司
奴
な
ど
は
公
奴
縛
で
あ
る
が
)
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
貴
族
及
び
中
央
官
僚
ら
の
農
荘

も
主
と
し
て
彼
ら
の
外
居
奴
稗
が
そ
の
中
心
で
あ
る
が
、
一
部
で
は
佃
戸
を
用
い
て
耕
作
さ
せ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
品
官
及
び
郷
吏

ら
の
農
荘
に
到
る
と
逆
に
佃
戸
に
よ
る
経
営
が
支
配
的
形
態
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
鐙
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
①
ま
ず
、
王
室
の
内
需
司
に
つ
い
て
は
、
「
命
革
内
需
司
長
利
、

三
百
二
十
五
所
、

-所
存
二
百
三
十
七
所
」
(
成
宗
寅
録
三
年
一
月
葵
亥
)
と
み
え
、
内
需
司
に
属
す
る
団
地
が
非
常
に
贋
汎
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
停
旨
戸
曹
目
、
内
需
司
奴
戸
、
除
貢
賦
外
雑
役
」
〈
同
一
年
九
月
己
卯
)
、
「
内
需
司
長
利
其
典
守
奴
横
暴
無
忌
」
(
同
一
年
十

月
甲
寅
)
、
「
南
道
(
歪
問
)
不
然
、
内
需
司
奴
稗
居
多
」
(
同
六
年
二
月
辛
巳
)
、
「
延
安
居
内
需
司
奴
伐
介
、
好
猪
聞
於
一
道
」
(
同
十
八
年
十
二
月
壬
辰
)

と
あ
る
よ
う
に
、
内
需
司
に
配
属
し
て
い
る
外
居
奴
縛
に
よ
る
経
管
に
関
す
る
多
く
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
次
に
、
王
子
大
君
・
公
主
な
ど



の
王
族
の
場
合
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
は
園
家
か
ら
多
量
の
団
結
と
奴
縛
敷
が
賜
給
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
族
の
農
荘
に
も
「
宗

親

E
室
、
多
棄
奴
牌
、
或
有
至
千
齢
ロ
」
(
太
租
貫
録
一
年
八
月
己
己
)
、
「
諸
君
・
勢
家
奴
隷
、
散
居
外
方
者
、
名
官
守
令
、
未
得
差
役
」
〈
世
宗
寅

録
十
四
年
七
月
壬
申
〉
、
「
永
膚
大
君
願
堂
楊
州
究
窟
寺
及
京
外
居
奴
牌
、
其
除
税
外
雑
役
」
〈
成
宗
寅
録
二
十
二
年
三
月
戊
寅
〉
、
「
永
膚
大
君
奴
稗
、

不
下
寓
人
市
命
減
雑
役
」
(
向
・
葵
卯
〉
と
あ
る
よ
う
に
外
居
奴
稗
に
よ
る
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

一
つ
興
味
深
い
事
貧
は
、
内
需
司
及
び
王
族
の
農
荘
内
で
の
一
部
の
外
居
奴
稗
が
、
「
内
需
司
奴
稗
・
:
・
:
而
占
良
民
稽
宮
層
、

助
役
者
一
戸
幾
至
百
儀
」
(
成
宗
貫
録
六
年
二
月
辛
巳
)
と
か
「
孝
寧
大
君
家
奴
升
才
・
難
奉
、
招
納
流
亡
共
三
百
四
十
儀
人
、
升
才
又
影
占
六
十

齢
戸
、
使
之
如
奴
隷
」
(
世
宗
貫
録
二
十
一
年
九
月
丙
辰
〉
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
が
耕
作
す
べ
き
土
地
或
い
は
管
理
し
て
い
る
土
地
を
零
細

良
民
に
貸
興
し
て
耕
作
さ
せ
て
い
る
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
上
で
は
農
荘
主
の
所
有
す
る
外
居
奴
稗
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
土
地

で
あ
る
が
、
寅
質
的
に
は
佃
戸
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
こ
れ
は
外
居
奴
牌
が
農
荘
主
に
身
分
的
に
隷
属
し
て
も
、
猫
立
の
経
営

こ
の
場
合
、

を
行
な
う
限
り
、

い
く
ら
で
も
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

-103~ 

ま
た
、
も
う
一
つ
の
大
規
模
な
奴
縛
所
有
者
と
し
て
は
「
功
臣
」
の
場
合
が
あ
る
。
李
朝
初
期
に
嘗
る
、
太
租
朝
よ
り
成
宗
朝
に
至
る
ま

で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
開
園
・
定
祉
・
佐
命
功
臣
な
ど
、
八
回
に
も
な
る
功
臣
策
定
と
そ
の
褒
賞
が
行
な
わ
れ
、
三
六
四
名
と
い
う
大
量
の

功
臣
が
輩
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
功
臣
に
賜
給
さ
れ
た
団
地
と
奴
稗
の
総
計
を
み
る
と
、
田
結
数
が
三
四
、
七
四

O
結
、
賜
給
奴
稗
が

@
 

一
ニ
、
八
八
二
口
、
丘

-m及
び
根
障
が
一
、
五
二
五
人
、
員
奔
・
把
領
・
伴
人
が
二
、
六

O
二
人
で
あ
っ
た
。
嘗
時
に
は
、
「
功
臣
丘
史
及
丘
史
之

奉
足
、
以
外
居
奴
稗
給
」
(
経
園
大
典
五
刑
典
公
賎
〉
と
あ
る
か
ら
、
賜
給
さ
れ
た
奴
蝉
組
敷
は
八
‘

0
0九
名
に
も
達
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
成
宗
十
五
年
の
京
中
八
十
一
カ
慮
の
官
司
立
役
奴
稗
の
定
額
が
差
備
奴
二
、
一
一
一
人
、
根
随
奴
一
、
四
八

O
人
(
成
宗
貫
録
十
五
月
丁

巳
〉
に
過
ぎ
な
か
っ
た
嘗
時
の
賞
情
に
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
功
臣
へ
の
奴
碑
賜
給
が
い
か
に
怠
大
な
量
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
。
従
っ
て、

功
臣
ら
の
農
産
が
外
居
奴
稗
に
よ
る
経
営
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
王
室
・
王
族
及
び
功
臣
ら
の
農
班

が
叡
稗
に
よ
る
経
替
に
全
面
的
に
依
存
し
で
い
る
こ
と
は
、
他
方
で
前
簡
に
て
述
べ
た
李
朝
圏
家
に
よ
る
奴
稗
排
正
及
び
推
刷
事
業
、
そ
の
中

647 
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で
も
と
く
に
公
奴
蝉
の
推
刷
を
強
力
に
推
進
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
般
の
貴
族
及
び
大
官
僚
ら
の
農
荘
に
つ
い
て
み
る
と
、

②
つ
づ
い
て
、

「
披
州
西
郊
荒
底
無
人
、
安
政
堂
牧
始
墾
之
・
:
至
其
孫
環
極
盛
、

内
外
占
回
、
無
慮
数
百
高
頃
、
奴
稗
百
徐
戸
」
〈
「
情
富
岡
撤
収
話
」
三
〉
、
「
宰
相
田
荘
奴
僕
、
怒
暴
如
此
」
(
世
宗
貫
録
四
年
こ
月
了
直
〉
、
「
朝
士
之
農
荘
蒼

赤
過
半
膏
」
(
岡
三
十
一
年
四
月
笑
丑
〉
と
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
農
荘
主
の
所
有
す
る
外
居
奴
稗
に
よ
る
経
営
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
他
方
で
は
「
畿
旬
:
・
名
宰
相
田
荘
、
其
良
民
之
有
国
宅
・
物
力
者
、
占
魚
伴
伯
」
(
成
宗
賓
録
五
年
間
六
月
辛
丑
)
、
「
澄
石
(
知
中
極
院
事
〉
出

身
武
奉
:
・
康
植
田
園
占
良
人
、
使
之
如
奴
隷
」
(
世
宗
質
録
二
十
七
年
四
月
甲
寅
〉
、
「
親
近
左
右
・
:
文
騒
貢
戸
、
名
魚
騒
史
、
至
千
百
人
、
不
付
公
籍
、

私
置
農
荘
市
役
使
之
如
奴
隷
」
(
太
宗
貫
録
五
年
三
月
美
亥
)
、
「
惟
是
逃
奴
稗
、
不
入
間
右
之
家
、
必
托
於
権
勢
農
荘
」
(
容
宗
貫
録
一
年
二
月
甲
寅
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
貴
族
や
大
官
の
農
荘
に
は
良
民
や
逃
亡
奴
牌
な
ど
、
多
数
の
農
民
が
不
法
に
隠
占
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
大
部
分
は
、
流
亡

・
避
役
な
ど
に
よ
っ
て
戸
籍
か
ら
漏
落
し
た
者
で
あ
り
、
権
門
勢
家
は
そ
の
威
勢
に
よ
り
彼
ら
を
自
分
の
農
荘
に
匿
占
し
た
の
で
あ
る
。
か
か

る
勢
家
の
農
妊
に
投
托
し
て
容
隠
さ
れ
た
者
と
し
て
は

ωや
倒
の
奴
稗
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
、
園
役
の
負
猪
か
ら
逃
れ
た

ωや
倒
の
佃

-104一

戸
の
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
貴
族
ら
の
農
荘
は
主
と
し
て
自
分
の
奴
稗
に
よ
る
鰹
管
様
式
で
あ
っ
た
が
、
特
に

ωの
よ
う
な

佃
戸
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
。

③
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
地
方
の
品
官
ハ
退
職
官
及
び
そ
の
子
孫
又
士
官
)
及
び
郷
吏
ら
の
所
有
す
る
農
荘
に
至
っ
て
一
一
層
明
確
に
な
っ
て
く

る
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
在
外
品
官
・
郷
吏
、
有
影
占
良
民
者
、
限
今
年
十
月
、
許
令
自
首
、
嘗
使
兎
罪
、
過
期
不
首
、
錆
人
所
告
者
、

坐
以
重
罪
」
(
定
宗
貫
録
二
年
七
月
乙
丑
〉
「
品
官
郷
吏
康
占
土
田
、
招
納
流
亡
・
:
一
皆
禁
断
」
(
太
宗
賞
録
六
年
十
一
月
己
卯
)
と
あ
る
よ
う
に
早
く
か

ら
地
方
の
品
官
・
郷
吏
が
自
己
の
農
妊
に
良
民
を
影
占
・
容
憶
す
る
こ
と
を
固
く
禁
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
質
際
に
は

「
牙
山
戸
長
金
謹
康
占
団
地
、
多
置
農
荘
影
蔽
良
民
」
(
世
宗
貫
録
六
年
二
月
丁
亥
)
、
「
郷
恩
土
豪
、
或
贋
占
田
荘
、
或
隠
匠
民
丁
」
(
同
二
十
年
十
一
月

笑
卯
)
、
「
元
悪
郷
吏
、
官
占
良
民
、
隠
蔽
役
使
者
、
康
置
回
庄
役
民
耕
種
者
、
許
人
陳
告
」
(
経
園
大
典
五

が
良
民
を
隠
占
し
農
荘
を
耕
作
さ
せ
る
こ
と
は
ご
く
一
般
化
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

刑
典
)
と
あ
っ
て
、

品
官
及
び
郷
吏
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こ
の
よ
う
に
品
官
・
郷
吏
の
農
妊
の
場
合
、
主
と
し
て

ωの
よ
う
な
佃
戸
経
営
を
基
盤
と
し
て
い
る
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
の
大

'部
分
が
、
世
停
奴
稗
を
、
園
家
か
ら
賜
給
さ
れ
る
よ
う
な
身
分
で
は
勿
論
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
逼
か
、
同
じ
大
土
地
所
有
で
あ
る
農
荘
で
あ
っ
て
も
そ
の
所
有
主
の
性
格
に
よ
っ
て
は
、
農
荘
に
お
け
る
直
接
的
生
産
者
が
奴
稗
で

あ
る
か
佃
戸
で
あ
る
か
、
又
は
、
両
者
の
併
存
で
あ
る
か
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聞
も
、
王
室
・
王
族
及
び
功
臣
ら
の
漫
荘
は
、

圏
家
の
公
奴
稗
推
刷
に
助
け
ら
れ
そ
れ
ら
に
配
属
さ
れ
る
外
居
奴
蝉
に
よ
っ
て
分
散
的
に
鰹
管
さ
れ
て
お
り
、
主
に
そ
の
牧
穫
の
半
ば
に
身
貢

な
ど
の
追
加
分
が
加
え
ら
れ
て
農
荘
主
に
納
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
貴
族
及
び
中
央
官
僚
の
農
荘
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
る
が
、

自
分
ら
に
属
す
る
奴
稗
で
は
足
り
な
い
場
合
、
一
郁
で
は
周
漫
の
零
細
良
民
及
び
流
浪
民
を
包
揖
し
て
佃
戸
と
し
て
用
い
て
い
た
。
そ
し
て
品

官
郷
吏
ら
の
農
荘
は
、
彼
区
自
身
が
も
と
よ
り
公
団
で
の
一
般
の
自
営
良
民
の
な
か
か
ら
分
化
成
長
し
て
き
た
も
の
な
の
で
、
他
方
で
こ
れ
ら

に
劃
臆
し
て
析
出
し
た
浪
落
又
は
零
細
良
民
を
自
分
の
佃
戸
と
し
て
隷
属
さ
せ
な
く
て
口
成
立
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

奴
稗
の
場
合
は
と
も
か
く
、
②
と
③
で
の
佃
戸
は
原
則
的
に
は
園
役
割
象
者
で
あ
る
良
民
で
あ
っ
て
、
た
と
え
農
妊
の
な
か
に
隠
匿
さ
れ
て

も
役
の
負
婚
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
初
期
の
李
朝
園
家
は
、
園
役
割
象
者
の
漏
失
を
防
ぐ
た
め
に
た
え
ず
佃
戸
の
使

用
を
抑
止
し
、
ま
た
]
不
法
に
奴
牌
と
さ
れ
た
良
民
を
索
出
し
て
も
と
の
身
分
に
還
元
さ
せ
る
な
ど
、
強
力
な
園
家
的
規
制
力
を
震
動
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
臆
、
園
家
の
規
制
か
ら
菟
れ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
奴
稗
と
同
様
に
使
役
で
き
る

ωの
よ
う
な
奴
稗
的
佃
戸
が
と

く
に
奴
稗
の
不
足
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
多
く
利
用
さ
れ
る
よ
ー
う
に
な

っ
た。

例
え
ば
、
嘗
時
の
漫
境
地
方
で
あ
る
永
安
道
で
は
、
早
く
か
ら
「
永
安
道
之
人
難
士
族
、
本
無
奴
稗
、
多
占
良
民
帰
雇
工
、
此
風
己
久
、
難

以
狩
襲
」
(
成
宗
貫
録
十
七
年
二
月
戊
成
)
と
か
‘
「
本
道
軍
士
無
奴
蝉
、
専
以
雇
工
魚
奴
稗
」
ハ
同
十
七
年
九
月
乙
巴
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
奴
稗
の
代
り
に

雇
工
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
李
朝
初
期
で
も
、
初
め
は
寸
大
家
世
族
之
鶏
大
家
世
族
、
以
其
有
奴
稗
也
」
(
世
宗
貫
録
十

三
年
八
月
己
亥
〉
「
士
家
之
盛
衰
:
・
蒼
赤
之
有
無
ト
ス
文
宗
賞
鎌
一
年
五
月
丙
辰
)
と
い
わ
れ
る
程
、
大
部
分
の
士
大
夫
南
班
は
必
ら
ず
奴
稗
を
所
有

し
て
い
た
と
み
え
る
が
、
そ
れ
も
次
第
に
「
然
我
固
有
奴
稗
者
甚
少
:
・
難
日
元
係
士
族
、

i

家
世
清
寒
、
鮮
有
賦
穫
者
」
(
端
宗
賓
鎌
一
年
十
一
月

-105一
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葵
酉
)
と
あ
る
よ
う
に
、

嘗
代
の
権
勢
家
を
除
い
て
は
雨
班
士
族
と
い
え
ど
も
奴
稗
を
所
有
し
て
い
る
者
は
少
く
な
り
、
そ
れ
に
ま
た
、
奴
稗

の
死
亡
や
逃
亡
或
い
は
分
割
相
績
な
ど
の
諸
要
因
も
加
え
ら
れ
て
一
口
の
奴
稗
が
二
家
以
上
の
士
族
に
入
籍
さ
れ
て
い
る
例
す
ら
現
わ
れ
た
。

従
っ
て
、
初
期
以
降
に
は
、
品
官
郷
吏
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
官
僚
及
び
貴
族
ら
も
こ
の
よ
う
な
奴
稗
的
佃
戸
を
ま
す
ま
す
必
要
と
し
て
い
く

の
で
あ
っ
た
。

同
で
は
、
こ
の
よ
う
な

ωの
奴
稗
的
佃
戸
は
、
倒
の
外
居
奴
蝉
H
佃
戸
的
奴
牌
と
い
か
な
る
差
異
が
あ
り
、
文
、

い
か
な
る
相
互
関
係
を
も

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
複
雑
多
様
な
佃
戸
の
奴
稗
的
形
態
の
な
か
で
も
最
も
特
徴
的
で
あ
る
と
考
‘

え
ら
れ
る
『
雇
工
』
・
『
牌
夫
』
及
び
『
率
丁
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
階
層
に
闘
す
る
史
料
を
通
じ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

『
雇
一
工
』
に
つ
い
て
は
、
「
十
三
歳
以
上
者
、
考
乞
無
依
飢
病
終
死
之
類
、
則
母
論
良
民
公
私
賎
、
許
令
縄
問
食
使
喚
、
限
己
身
作
鴬
雇
工
、

其
所
生
皆
還
本
役
」
と
い
う
『
秋
官
志
』
(
第
三
、
考
律
部
賑
姐
願
事
目
〉
の
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
雇
一
工
と
は
自
分
の
嘗
代
に
限
っ
て

主
人
に
隷
属
し
て
お
り
、
そ
の
子
女
は
も
と
の
身
分
に
還
元
さ
れ
る
者
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
世
惇
奴
牌
と
異
な
る
貼
は
雇
工
の
身
分
が
本
人
に

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
主
人
に
劃
す
る
隷
属
開
係
は
、
「
遺
棄
児
興
雇
工
之
類
、
既
得
養
活
於
人
、
患
難
己
過
之
後
、
厭
其
服
役
、

横
反
惇
逃
者
、
論
以
奴
牌
反
主
、
雇
一
工
背
家
長
律
」
(
同
)
と
あ
る
よ
う
に
奴
牌
法
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
レ
た
。
し
か
し
初
期
の
コ
雇
一
工
」

と
は
、
「
一
雇
工
之
名
、
不
載
於
法
典
、
濁
威
境
一
道
、
自
文
武
朝
士
儒
品
以
下
、
凡
有
役
之
人
、
皆
以
良
民
望
定
、
使
之
終
身
使
喚
、
有
同
奴

僕
、
其
他
各
道
則
倶
此
法
、
只
以
民
家
一
時
作
傭
者
、
謂
之
雇
工
L

(

「
秋
官
志
」
定
制
雇
工
立
案
〉
と
記
さ
れ
て
レ
る
如
く
、
奴
蝉
が
存
在
し
な

に

お

い

て

の

み

、

奴

蝉

の

あ

る

ほ

か

の

各

道

で

は

民

家

で

用

い

る

、
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か
っ
た
溢
境
の
威
境
遁
〈
H

永
安
道
〉

奴
蝉
の
代
り
に
役
使
さ
れ
て
お
り
、

一
時
傭
役
者
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
特
に
品
官
郷
吏
ら
の
農
荘
な
ど
に
お
い
て
良
民
の
隠
匿
又
は
投
托
現
象
が

増
え
る
の
で
、
雇
工
制
に
劃
し
て
一
時
傭
役
者
と
は
法
的
に
区
別
し
て
お
く
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、

一
一
降
、
雇
工
に
つ
い
て
も
「
必

須
別
立
事
目
、
如
有
願
矯
雇
王
者
、
自
官
取
招
録
案
」
〈
同
〉
と
定
め
、
官
が
取
招
し
登
録
さ
せ
、

冷
年
甲
」
と
合
録
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ハ
経
岡
大
奥
戸
奥
戸
口
式
〉
。
そ
し
て
原
則
的
に
は
、

奴
稗
と
一
緒
に
主
人
の
戸
籍
に

コ
雇
一
工
某

「
雇
工
者
、

非
奴
縛
而
貧
窮
寄
活
之
人
也
L

〈
世
訊



賞
録
十
四
年
六
月
丙
午
)
と
あ
っ
て
、

〈
経
園
大
典
刑
典
告
隼
長
)
と
規
定
さ

「
奮
奴
蝉
・
雇
工
殴
罵
告
家
長
者
、
各
減
殴
罵
告
家
長
律
二
等
論
」

れ
、
奴
稗
と
主
人
と
の
隷
属
関
係
よ
り
は
僅
か
で
あ
る
が
、
一
腰
、
緩
め
、
ら
れ
て
い
る
方
で
あ
っ
た
。

@
 

し
か
し
、
主
人
及
び
そ
の
家
族
に
劃
す
る
謀
殺
・
謹
告
な
ど
の
重
罪
を
犯
し
た
場
合
に
な
る
と
、
奴
稗
と
同
一
の
刑
量
で
慮
罰
さ
れ
る
し
、

@
 

主
人
の
た
め
に
自
首
し
た
場
合
は
奴
稗
と
と
も
に
罪
人
で
あ
る
主
人
の
自
首
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
な
ど
、
賓
際
、
奴
稗
の
刑
法
上
で
の
位
置
が

殆
ど
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
雇
工
の
主
人
に
劃
す
る
隷
属
関
係
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
、
「
③
情
工
之
人
、
受

値
十
両
、
議
限
五
年
以
上
、

立
券
入
籍
者
以
雇
工
論
、
@
不
受
値
立
券
入
籍
一
二
年
使
喚
者
、

凡
人
ハ
1
良
人
〉
と
雇
工
と
の
匡
別
に
閲
す
る
規
定
か
ら
推
察
で
き
る
。

依
凡
人
論
」
(
大
典
通
編
刑
典
推
断
篠
)
と
い
う

即
ち
、
初
期
に
雇
工
と
な
っ
た
者
は
、

「
貧
窮
寄
活
之
人
」
と
か
「
嘗
魚
本
道
観
察
使
、
推
刷
流
民
、
其
敷
甚
少
、
市
類
皆
雇
工
、
今
雄
推

園
役
の
賦
課
劉
象
の
責
格
に
も
な
れ
な
い
程
の
貧
農
や
流
民
で
あ
っ
た

刷
、
必
無
立
戸
者
」
ハ
成
宗
貫
録
二
十
二
年
二
月
〉

と
み
え
る
よ
う
に
、
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し
、
そ
れ
故
に
金
銭
を
も
ら
っ
て
主
人
に
身
を
貰
り
、
主
人
の
戸
籍
に
奴
稗
と
並
ん
で
登
録
さ
れ
る
と
同
時
に
、
長
期
間
使
役
さ
れ
る
債
務
奴

隷
又
は
債
務
小
作
人
の
よ
う
な
者
で
あ
っ
た
(
③
)
。
そ
れ
に
劃
し
て
貧
残
戸
ら
が
草
に
て
二
年
の
短
期
間
に
使
役
さ
れ
る
場
合
は
、
雇
工
と

し
て
で
な
く
、
凡
人
と
し
て
匿
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
ハ
@
)
。

次
に
「
稗
夫
」
の
場
合
は
、
前
節
で
み
た
「
良
人
妻
賎
妾
」
の
場
合
で
、
身
分
は
良
人
で
あ
り
な
が
ら
妻
の
稗
の
主
人
家
で
使
役
さ
れ
る
者

で
あ
る
。
し
か
し
蝉
夫
の
妻
主
へ
布
隷
属
度
は
法
律
的
に
も
雇
工
の
場
合
と
全
く
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

@
 

こ
の
よ
う
な
雇
工
又
は
蝉
夫
の
例
は
、
要
す
る
に
、
足
り
な
い
奴
稗
敷
を
良
民
の
中
か
ら
債
務
闘
係
や
良
賎
交
嫁
、
或
い
は
、
岨
養
な
ど
を

通
じ
て
、
奴
稗
に
準
ず
る
者
を
得
、
こ
れ
で
補
完
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
従
っ
て
雇
工
又
は
牌
夫
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
本
来
の
奴
主

関
係
の
一
襲
形
で
あ
る
以
上
、
そ
の
「
私
役
」
閥
係
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
「
率
丁
・
」
制
と
は
、
「
園
役
」
か
ら
で
た
概
念
で
、
有
役
者
の
同
居
し
て
い
る
子
婿
弟
姪
な
ど
の
率
丁
の
中
で
一
定
数
ま

で
を
無
投
入
と
し
、
笹
農
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
役
戸
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
。
率
丁
に
つ
い
て
も
「
積
牌
分
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給
時
、
某
面
某
里
戸
首
:
・
率
子
率
女
婿
親
戚
則
寸
数
、
非
親
戚
則
率
丁
、
加
成
戸
籍
」
〈
世
租
貫
録
四
年
七
月
庚
寅
V

と
あ
り
、
率

丁
に
劃
す
る
親
戚
又
は
非
親
戚
関
係
を
明
白
に
し
て
戸
籍
に
記
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
又
、
「
諸
道
戸
籍
用
、
競
牌
案
録
、
戸
首
率
丁
、

明
白
置
簿
、

其
農
作
長
簸
、
就
簸
内
者
、
別
構
家
合
、
稽
帰
一
家
者
、
刷
出
作
戸
」
(
同
七
年
七
月
壬
成
)
と
あ
る
よ
う
に
、
率
丁
は
あ
く
ま
で
「
率
丁
指
率
居

人
口
」
(
大
典
註
解
戸
典
復
戸
〉
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
濁
立
戸
と
な
っ
た
場
合
は
園
役
の
劃
象
と
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

雇
工
、
又
、
蝉
夫
が
私
奴
稗
と
同
様
、
園
役
の
劃
象
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
の
「
率
丁
之
例
」
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

軍
家
人
無
所
依
托
、
或
信
用
人
雇
之
、
或
縛
夫
寄
寓
者
、
拘
於
良
人
、
別
立
一
戸
則
必
至
逃
散
、
依
率
丁
例
、

一
戸
籍
成
。
(
世
租
貫
録
七
年
七
月
壬
成
)

と
い
う
嘗
時
の
記
事
を
み
て
も
、
雇
一
工
や
牌
夫
は
園
役
の
面
に
お
レ
て
は
率
丁
と
さ
れ
無
役
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に

雇
工
及
び
稗
夫
を
率
丁
と
す
る
規
定
は
、
嘗
時
の
地
主
経
営
に
と
っ
て
も
、
佃
戸
経
営
に
と
っ
て
も
非
常
に
有
利
な
篠
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

半
面
、
雇
工
ら
を
奴
稗
的
な
も
の
と
す
る
立
券
入
籍
や
奴
稗
法
の
適
用
を
行
な
わ
せ
る
前
提
候
件
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
初
め
は
多
口
の
奴
稗
を
も
っ
て
い
る
貴
族
や
中
央
官
僚
の
場
合
よ
り
、
主
と
し
て
地
方
の
品
官
郷
吏
な
ど
、
大
部
分
が
奴
蝉
を
所

有
し
て
い
な
い
中
小
地
主
ら
に
よ
っ
て
雇
工
制
が
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
我
園
則
士
大

夫
之
家
皆
無
雇
工
、
常
人
則
皆
以
雇
工
使
用
」
(
中
宗
貫
録
二
十
四
年
八
月
)
と
か
「
豪
強
品
官
、
以
他
丁
及
良
丁
、
或
稿
雇
工
、
或
稽
蝉
夫
、
合

録
率
丁
者
」
(
増
補
文
献
備
考
二
二
八
〉
と
あ
る
よ
う
な
記
事
な
ど
が
み
え
、
嘗
時
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
ま
た
、
李
朝
中
期
以
降
に
な
る
と
、
例
え
ば
、
「
今
之
中
園
有
傭
役
雇
工
之
俗
、
故
土
夫
之
家
亦
有
代
務
之
人
、
奴
稗
漸
少
則
雇
工

漸
興
、
上
下
漸
厚
風
俗
漸
襲
」
〈
磁
渓
随
録
〉
ま
た
は
、
「
北
路
軍
丁
之
難
得
、
皆
由
於
雇
エ
之
弊
、
雇
工
役
名
雄
賎
、
此
諸
軍
卒
苦
歌
懸
殊
、

故
凡
民
之
有
財
産
者
、
手
相
答
・
托
、
以
爵
菟
役
優
瀞
之
計
」
ハ
粛
宗
貫
録
四
年
九
月
笑
丑
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
雇
工
は
士
大
夫
の
家
で
も
次
第

に
奴
牌
の
代
り
に
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
な
お
、
初
期
に
は
主
と
し
て
『
箪
寒
人
無
所
依
托
』
者
ば
か
り
で
、
奴
稗
を
も
っ
て
い
な
い
地
主
に

劃
し
て
債
務
奴
隷
の
よ
う
な
「
債
務
良
久
」
な
ど
が
雇
工
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
・
次
第
に
「
有
財
産
者
」
さ
え
園
役
か
ら
兎
れ
る
た
め
に
雇
工

と
な
る
、
い
わ
ば
「
避
役
良
民
」
を
隠
匿
す
る
た
め
の
一
つ
の
合
法
的
手
段
と
し
て
凱
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
雇
工
制
と



は
戸
「
凡
有
公
役
皆
令
公
賎
・
良
民
嘗
之
、
不
及
於
私
賎
、
良
民
・
公
賎
不
能
支
、
率
多
逃
遁
」
(
成
宗
賓
録
九
年
四
月
己
亥
)
、
そ
し
て

於
良
民
、
則
揺
役
苦
重
、
願
托
勢
家
震
奴
者
」
(
向
)
と
い
う
よ
う
な
、
多
く
の
避
役
及
び
波
落
良
民
が
櫨
門
勢
家
に
投
托
し
て
そ
の
奴
蝉
と

な
る
不
法
の
身
分
的
轄
化
現
象
を
社
曾
的
背
景
と
し
な
が
ら
、
う
み
出
さ
れ
た
一
つ
の
便
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
雇
一
工
又
は
牌
夫
な
ど
を

そ
の
突
出
部
分
と
す
る

ωの
奴
稗
的
佃
戸
の
地
主
に
劃
す
る
隷
属
関
係
は
、
大
陸
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
て
、
倒
の
佃
戸
的
奴
牌

と
倒
の
よ
り
自
由
な
佃
戸
的
形
態
と
を
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は

ωの
率
居
奴
情
け
か
ら
帥
の
よ
う
な
佃
戸
に
到
る
聞
に
も
う
一
つ
の

「
有
至

過
渡
的
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
と
思
う
。

最
後
に
、

ωの
奴
稗
的
佃
戸
と
仰
の
よ
り
自
由
な
隷
属
農
民
と
し
て
の
佃
戸
と
の
関
係
は
、
前
述
し
た
雇
工
・
牌
夫
の
も
つ
奴
稗
的
性
格
を

以
て
一
腰
の
匡
切
り
が
で
き
る
よ
う
に
み
与
え
る
。
だ
が
、
寅
際
、
前
節
で
の
率
居
と
外
居
奴
蝉
と
の
匿
別
の
よ
う
に
具
盤
的
な
匡
劃
線
を
も
っ

性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
率
居
奴
愉
け
か
ら
外
居
奴
稗
へ
の
移
行
と
は
、
あ
く
ま
で
も
『
奴
主
之
分
』
と
い
う
身
分
的
隷
属
性

(
H「
私
役
」
関
係
)

に
基
づ
き
、
一
部
は
逃
亡
な
ど
、
奴
稗
自
身
の
闘
争
手
段
に
よ
る
場
合
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
奴
牌
所
有
者
の
地
主
経
営
上
の
打
算
に
裏
付
け

ら
れ
て
奴
稗
が
濁
立
の
小
経
営
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
奴
蝉
が
佃
戸
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
で
も
雇
工
や
稗

-109一

夫
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
主
側
は
そ
れ
ら
の
経
営
か
ら
得
ら
れ
る
剰
徐
生
産
物
を
、
奴
縛
に
よ
る
経
営
の
場
合
と
同
様
に
残
ら
ず
牧
奪

し
つ
く
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
奴
稗
の
佃
戸
的
形
態
が
そ
の
身
分
的
隷
属
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
他
方
、
佃
戸
の
奴
牌
的
形
態
は
賓
質
的
に
佃
戸
が
役
畜
・
種
子
・
食
糧
な
ど
を
地
主
よ
り
支
給
さ
れ
、
秋
牧
の
時
に
到
っ
て
元
利
を
支
排

う
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
住
居
ま
で
貸
輿
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
経
済
的
依
存
闘
係
か
ら
く
る
債
務
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

ωと
倒
と
の
二
つ
の
形
態
の
佃
戸
的
経
営
に
お
け
る
相
違
と
は
、
地
主
に
劃
す
る
経
済
的
依
存
関
係
の
軽
重
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時

に
、
こ
の
こ
と
は
佃
戸
に
よ
る
小
経
営
の
内
部
に
お
け
る
自
己
分
解
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。
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同
こ
の
よ
う
な
初
期
の
佃
戸
制
に
つ
い
て
、
ま
た
、
「
宇
牧
」
関
係
に
つ
い
て
の
具
種
的
な
資
料
や
寅
詮
的
研
究
は
未
だ
見
嘗
ら
な
い
'が、

一
連
の
初
期
の
貫
録
記
事
を
全
般
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
嘗
時
の
「
並
作
制
」
の
輪
廓
を
あ
る
謹
度
把
握
す
る
こ
と
は
必
ら
ず
し
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も
不
可
能
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

園
初
か
ら
成
宗
期
ま
で
(
一
三
九
三

i
一
四
七

O
年
)

の
並
作
制
に
闘
す
る
諸
記
事
を
列
記
し
て
み
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
前
朝
田
制
、
有
苗
奇
回
・
役
分
田
・
功
陰
回
・
登
科
回
・
軍
国
・
閑
人
目
、
以
食
其
田
租
之
入
、
而
民
之
所
耕
則
聴
其
自
墾
自
占
、
而
官
之
不
治
、
カ
多

者
墾
之
慶
、
勢
強
者
占
之
多
、
而
弱
者
叉
従
強
有
力
者
借
之
耕
、
分
其
所
出
之
半
、
是
耕
之
者
一
而
食
之
者
二
、
富
者
盆
富
、
貧
者
盆
食
。
ハ
「
三
峰
集
」
七

朝
鮮
経
園
典
経
理
係
〉

②
蓋
欲
謹
取
境
内
之
回
、
属
之
公
家
、
計
民
授
田
、
以
復
古
者
田
制
之
正
。
(
向
上
賦
典
経
理
傑
)

③
田
主
奪
佃
客
所
耕
田
、
一
負
至
五
負
答
二
十
、
毎
五
負
加
一
等
罪
:
・
佃
客
母
得
所
耕
回
、
撞
寅
捜
輿
別
戸
之
人
。
(
高
麗
史
食
貨
志
七
十
八
・
科
国
法
篠
)

④
皆
日
制
前
朝
之
季
民
弊
多
端
、
至
子
我
朝
、
漸
次
草
去
、
民
間
向
有
徐
弊
、
:
・
刷
又
品
宮
郷
吏
、
庚
占
土
田
、
招
納
流
亡
、
並
作
牢
枚
、
其
弊
甚
於
私

回
、
私
回
一
一
結
盟
年
只
枚
二
石
、
並
作
一
結
多
取
十
徐
石
川
流
移
者
托
此
避
役
、
影
占
者
托
此
容
際
、
賦
役
不
均
、
専
在
於
此
、
:
・
凶
団
地
並
作
、
除
鯨
寡

弧
濁
無
子
息
無
奴
牌
三
四
結
以
下
作
者
外
、
一
行
禁
断
、
:
・
皆
従
之
。
(
太
宗
貫
録
六
年
十
一
月
己
卯
)

⑤
承
窪
臼
(
知
議
政
府
事
)
臣
家
奴
居
江
原
道
卒
康
問
脚
、
自
言
所
耕
田
只
五
結
、
敬
差
官
改
量
、
増
篤
二
十
五
結
、
臣
答
目
、
汝
田
雄
五
結
、
其
中
無
乃
有

加
耕
者
乎
、
或
原
田
非
止
五
結
、
汝
乃
謂
之
五
結
乎
、
奴
針
目
、
安
敢
一
訟
我
、
・
:

e

(
同
上
七
年
五
月
己
巳
)

⑥
鍛
城
君
李
原
隊
言
、
富
強
人
多
執
白
地
、
鋭
足
一
家
之
耕
、
叉
輿
貧
民
弁
耕
取
利
、
有
不
均
之
患
、
線
寡
孤
濁
不
能
自
耕
者
外
、
其
富
強
者
弁
耕
回
沓
、

因
給
所
耕
窮
民
、
以
途
共
生
。
(
向
上
十
五
年
六
月
庚
寅
〉

⑦
一
各
鰐
立
馬
口
分
之
回
、
或
受
於
本
騨
隔
遠
之
地
、
役
事
煩
重
、
未
暇
親
耕
、
或
奥
人
並
耕
、
或
只
受
其
租
。
(
世
宗
貫
録
七
年
二
月
乙
丑
)

③
外
方
移
役
人
之
問
、
国
首
改
給
無
問
者
、
以
資
其
生
、
或
有
守
令
、
明
情
震
官
並
作
、
援
給
種
子
、
使
卒
民
耕
転
、
及
其
秋
成
、
分
用
所
出
、
深
矯
未
使
。

(
向
上
七
年
六
月
辛
酉
)

@
我
園
壊
地
編
小
、
無
田
之
民
、
幾
乎
十
分
之
三
、
有
国
者
、
有
故
而
不
能
耕
種
、
則
隣
里
族
親
並
耕
而
分
、
乃
民
間
常
事
也
。
(
世
租
貫
録
四
年
一
月
丙

子〉⑩
左
賛
成
寅
守
身
上
言
日
、
:
・
テ
山
非
臣
伴
倫
、
乃
指
揮
並
作
人
・
:
臣
以
震
牙
山
官
屯
田
、
凡
二
十
四
慮
、
英
十
七
慮
、
不
用
団
地
、
匡
棄
置
不
耕
、
或
陳

荒
或
他
人
耕
作
、
其
二
慮
去
秋
全
損
不
枚
、
但
片
田
五
慮
並
耕
耳
、
臣
若
欲
得
膏
鹿
賀
農
場
、
則
回
換
之
日
、
卸
緊
奴
稗
、
使
居
其
地
而
耕
転
失
、
何
至
一
一
一

年
無
一
奴
居
者
乎
、
其
僅
耕
五
庭
、
亦
皆
並
耕
。
(
向
上
八
年
四
月
丙
成
〉

⑪
縛
旨
戸
曹
宮
、
諸
道
諮
邑
屯
回
、
自
明
年
聴
民
耕
稼
官
牧
一
牟
之
利
。
(
容
宗
賓
録
一
年
六
月
甲
子
〉
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⑫
叉
教
李
克
増
田
、
今
請
受
乱
匡
団
地
者
甚
多
、
・
:
然
枇
匡
田
地
不
多
難
可
鐙
絵
、
大
妃
回
以
闘
屯
田
、
充
給
何
如
、
克
靖
国
、
頃
以
園
屯
固
有
弊
、
許
民

並
耕
、
以
此
充
給
震
使
、
(
成
宗
賞
録
一
年
二
月
丁
巴
〉

以
上
の
諸
例
文
に
よ
る
と
、
初
期
に
お
け
る
並
作
制
の
進
展
は
主
と
し
て
園
家
所
有
地
(
園
屯
固
な
ど
)
内
部
の
構
造
費
化
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
、
そ
の
指
標
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
年
代
順
に
沿
っ
て
そ
の
経
過
内
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
-

周
知
の
遁
り
、
李
朝
権
力
の
公
国
政
策
は
①
の
よ
う
な
高
麗
末
の
「
私
田
牢
牧
制
」
を
撤
厳
し
、
②
の
如
く
井
田
文
は
均
田
制
へ
の
復
時
を

理
想
的
目
標
と
し
、
ま
ず
私
田
の
接
張
を
強
力
に
制
限
し
て
主
に
園
家
財
政
嬢
充
の
た
め
の
牧
租
盟
系
を
再
編
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
重
黙
を
置

い
た
。
し
か
し
こ
の
公
国
政
策
は
「
科
団
法
L

と
呼
ば
れ
て
い
る
通
り
、
嘗
時
の
王
室
・
貴
族
及
び
大
小
官
吏
に
劃
す
る
牧
租
樺
の
授
給
規
定

が
そ
の
主
な
内
容
で
、
直
接
的
生
産
者
で
あ
る
農
民
へ
の
土
地
再
分
配
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
李
朝
園
家
も
、
「
凡
間
瞭
，

「
温
三
年
陳
回
、
許
人
告
耕
、
無
主
回
移
給
他
人
」

ハ
経
園
大
奥
戸
奥
田
宅
係
〉
と
定
め
、

農
民
に
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慮
、
以
起
耕
者
鋳
主
」
(
績
大
典
戸
奥
田
宅
係
)
、

陳
荒
地
の
開
墾
を
積
極
的
に
勤
め
た
り
、
特
に
私
田
で
の
佃
戸
に
は
そ
の
耕
作
権
を
法
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
等
、
一
連
の
農
民
保
護
政
策

を
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
④
以
下
の
例
文
の
示
す
如
く
そ
の
成
果
は
全
く
貫
ら
な
か
っ
た
。
④
の
例
か
ら
は
、
嘗
時
の
寅
態
に
つ
い
て
幾
つ
か
の

事
寅
関
係
、
が
讃
み
と
ら
れ
る
。
即
ち
、

a
、
高
麗
末
の
私
因
企
T

牧
制
、が
私
自
抑
止
策
の
た
め
に
、
李
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
公
田
に
お
い
て
受
け

継
が
れ
て
い
る
ご
と
、

b
、
特
に
、
地
方
の
口
問
官
郷
吏
ら
に
よ
る
大
土
地
粂
併
と
、
避
役
す
る
た
め
に
自
分
の
土
地
か
ら
遊
離
し
た
流
民
と
の

結
合
に
よ
っ
て
、
並
作
制
が
不
法
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

c
、
そ
の
潟
、
一
方
、
園
家
は
園
役
負
措
者
で
あ
る
多
く
の
良
民
を
失
い
、
又
、

失
わ
れ
た
役
民
の
負
携
す
刊
き
役
を
加
重
せ
ら
れ
た
残
絵
の
役
民
か
ら
は
流
民
が
纏
績
的
に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
悪
循
環
の
関
係
に
お
か
れ

て
い
る
こ
と
、

d
、
つ
い
に
園
家
も
「
三
四
結
以
下
者
」
な
ど
の
貧
農
に
射
し
て
は
寅
質
的
に
並
作
禁
止
を
解
除
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ

と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
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同
じ
頃
、
他
方
で
は
中
央
官
僚
に
属
す
る
外
居
奴
蝉
が
公
団
に
お
い
て
濁
立
の
鰹
替
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
⑤
に
み
ら
れ
る
。
又
、
太
宗

十
五
年
に
な
っ
て
も
、
並
作
制
の
準
一
一
展
は
依
然
と
し
て
盛
ん
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
再
び
④
に
規
定
さ
れ
た
封
象
者
以
外
に
は
固
ぐ
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禁
ず
る
こ
と
を
陳
言
し
て
い
る
こ
と
が
⑥
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
⑤
と
⑤
の
二
つ
の
例
を
取
り
合
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
賓
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
公
団
の
内
部
に
も
、
公
団
と
矛
盾

せ
ず
に
外
居
奴
牌
の
濁
立
の
小
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
⑥
に
記
さ
れ
て
い
る
「
既
足
一
家
之
耕
」
と
い
う
一
家
の
自
耕
能
力
の
な

か
に
は
、
奴
稗
第
働
が
含
ま
れ
て
い
て
、
率
居
で
あ
る
か
外
居
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
、
多
数
の
奴
稗
を
以
て
贋
大
な
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
は

主
家
の
自
家
経
営
能
力
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
不
法
的
な
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
⑤
の
例
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
嘗
時
の
朝
廷
の
審
議
劃
象
と
な
っ
て
い
る
問
題
は
、
官
僚
の
外
居
奴
稗
が
主
人
の
土
地
で
な
い
一
般
の
公
団
を
耕
作
し
て
い
る
事
責
自
瞳

二
十
五
結
に
も
な
る
土
地
を
只
五
結
と
報
告
し
て
園
家
に
謝
す
る
公
租
や
篠
役

(
H戸
役
〉

震
に
劃
す
る
問
責
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

す
く
な
く
と
も
、
こ
の
時
期
に
は
中
央
権
力
の
監
硯
が
あ
ま
り
行
き
届
か
な
い
外
方
に
お
い
て
自
分
の
奴
稗
を
居
住
さ
せ
耕
作
さ
せ
る
よ
う

@
 

な
形
態
を
と
る
限
り
、
ど
の
く
ら
い
の
田
結
数
で
あ
れ
、
一
臆
合
法
的
に
地
主
的
経
営
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
黙
は
、
川
刊
の
例
で
の
奴
稗
で
な
い
避
役
良
民
を
佃
戸
と
し
て
耕
作
さ
せ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
掛
照
的
で
あ
り
、
従
っ
て
嘗
時

で
な
く

の
負
携
を
軽
減
し
よ
う
と
し
た
不
正
行

-112ー

の
大
土
地
経
営
、
特
に
農
荘
は
主
と
し
て
奴
稗
に
よ
る
経
営
の
方
が
有
利
で
、
文
、
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
遁
り
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
世
宗
朝
に
な
る
と
、
前
節
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
漫
方
徒
民
政
策
及
び
陳
荒
地
の
開
墾
事
業
な
ど
が
強
力
に
推
準
さ
れ
、
李
朝
全

期
を
通
じ
て
の
最
大
規
模
で
あ
る
約
一
七

O
高
結
に
及
ぶ
牧
租
地
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
臆
じ
て
、
王
室
・
貴
族
を
は
じ
め
、
末

端
の
品
官
郷
吏
ら
に
至
る
多
く
の
私
的
地
主
に
よ
る
土
地
粂
併
の
傾
向
は
一
段
と
激
し
く
な
り
、
大
量
の
奴
稗
を
所
有
し
て
い
る
者
は
大
部
分

@
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の
奴
稗
を
外
方
の
回
圧
に
迭
り
、
込
ん
だ
り
、
又
は
、
現
地
か
ら
多
く
の
一
零
細
・
浪
落
農
民
を
佃
戸
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
前
記
の
詑
事
が
ら

も
十
分
に
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

あ
る
騨
卒
の

そ
の
中
で
も
、
遁
方
で
の
屯
田
経
営
に
お
け
る
佃
戸
使
用
の
方
式
が
い
ち
早
く
導
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
⑦
の
示
す
よ
う
に
、
重
い
役
務
で

「
自
耕
無
税
田
」
で
あ
る
騨
屯
回
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
外
方
に
移
住
し
て
田
主
が
な
く
な
っ
た
土
地
を
地
方
の
守
令
が



「
官
並
作
」
と
稽
し
、

一
般
良
民
に
種
子
を
奥
え
並
作
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
③
の
例
に
み
え
て
お
り
、
④
と
⑥
の
如
く
、
園
家
は
並
作
禁
止
の

原
則
を
固
守
し
て
い
て
も
、
⑤
の
佃
戸
的
奴
稗
の
費
生
と
並
行
し
て
、

一
般
良
民
の
佃
戸
へ
の
移
行
も
持
績
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

」
の
傾
向
は
、

⑨
の
例
に
よ
り
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

は
、
つ
い
に
隣
皇
族
親
の
聞
に
ま
で
並
作
禁
止
令
を
解
き
、
賓
質
的
に
は
並
作
制
を
認
め
る
方
向
に
向
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
⑩
の
例
を
み
る
と
、
⑤
の
例
と
は
劉
照
的
に
外
方
の
団
地
に
お
い
て
奴
稗
の
代
り
に
佃
戸
経
営
に
よ
る
並
作
制
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い

と
く
に
⑮
の
例
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
黙
は
、
朝
廷
で
の
非
難
の
封
照
と
な
っ
て
い
る
牙
山
地
方
の
農
荘
保
有
に
つ
い

李
朝
園
家
も
「
無
田
之
民
、
ー
幾
乎
十
分
之
三
」
と
い
う
朕
況
不
で

る
こ
と
が
わ
か
る
。

て
、
農
荘
主
で
あ
る
左
賛
成
寅
守
信
が
、
そ
の
田
地
は
自
分
の
奴
蝉
に
よ
る
経
営
で
は
な
く
、
佃
戸
経
営
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
不
法
で
は

な
い
と
い
う
鶏
解
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
農
荘
に
つ
い
て
の
認
識
が
⑤
の
例
と
は
全
く
正
反
射
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
事
買
で
あ
る
。

即
ち
、
世
租
八
年
(
一
四
六
三
年
)
嘗
時
に
は
す
で
に
、
外
方
で
の
曲
演
荘
経
営
が
奴
牌
に
よ
る
よ
り
も
、
佃
戸
経
営
に
よ
る
方
が
よ
り
安
嘗
な
口

貫
と
な
っ
て
い
る
事
責
は
、
⑤
か
ら
⑮
ま
で
の
並
作
制
の
準
展
ぶ
り
、
特
に
奴
枠
制
か
ら
佃
戸
制
へ
移
行
す
る
一
つ
の
経
緯
が
よ
く
示
さ
れ
て
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い
る
。こ

の
よ
う
な
並
作
制
の
普
及
は
次
第
に
並
作
禁
令
を
形
骸
化
し
、
つ
い
に
園
家
が
自
ら
園
有
地
に
お
い
て
並
作
に
よ
る
佃
戸
経
営
を
行
な
わ

ざ
る
を
得
な
く
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
展
開
を

f

誼
明
し
で
く
れ
る
例
が
⑪
の
す
べ
て
の
屯
田
に
射
し
て
並
作
寅
施
を
命
じ
る
俸
旨
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
⑫
の
例
で
は
園
屯
田
を
そ
の
ま
ま
授
給
す
る
よ
り
、
そ
れ
を
並
作
さ
せ
、
そ
の
生
産
物
を
以
て
中
小
官
員
の

俸
帳
に
充
て
る
こ
と
を
陳
言
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
官
回
文
は
屯
田
は
園
初
で
は
官
卒
並
び
に
官
奴
稗
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る
奴
稗
制
的
経
皆
様
式
で
あ
っ
て
、
例
え

(i57 

ば
、
官
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
種
子
・
糧
食
・
農
具
な
ど
は
官
が
準
備
し
、
労
働
過
程
ま
で
も
官
が
直
接

的
に
指
示
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
前
記
の
諸
例
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
官
卒
や
官
奴
稗
に
よ
る
土
地
経
営
は
阜
く
か
ら
な
く
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無
回
之
民
又
は
土
着
民
を
佃
戸
に
す
る
と
こ
ろ
の
並
作
形
態
に
す
で
に
移
行
し
て
レ
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
事
貫
で
あ
る
。

〔
即
ち
、
並
作
制
に
よ
っ
て
奴
蝉
制
が
贋
汎
に
崩
壊
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
李
朝
初
期
に
お
い
て
、
か
か
る
官
卒
と
く
に
官
奴
稗
に
よ
る
経

営
が
維
持
し
が
た
レ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
経
営
と
し
て
も
牧
支
償
わ
ざ
る
も
の
と
し
て
行
き
詰
ま
り
、
設
落
す
る
結
果

に
な
っ
た
こ
と
は
奴
稗
的
な
望
純
協
業
に
よ
る
経
営
の
不
経
済
な
性
格
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
園
家
に
よ
る
屯
田
経
営
は
奴
稗
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
移
行
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
奴
稗
制
的
経
営
が

急
速
に
他
の
形
に
輯
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
事
貫
移
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
鰹
皆
様
式
を
み
る

と、

τ
割
目
、
叫
京
中
召
募
一
蔦
名
、
分
震
五
営
各
二
千
人
、
亦
首
分
篤
二
番
、
毎
営
恒
留
一
千
、
引
而
其
五
千
則
別
於
京
畿
肥
鏡
閑
臓
之
地
、

大
備
農
器
・
農
牛
・
種
子
、
分
屯
作
農
、
:
・
而
使
自
食
其
半
、
官
取
其
牟
」
(
槍
補
文
献
備
考
回
賦
考
室
組
二
十
七
年
)
と
い
う
記
事
に
示
さ
れ
て

な
り
、

い
る
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
屯
田
を
分
割
し
て
佃
戸
の
零
細
小
作
に
経
営
せ
し
め
る
「
並
作
の
方
法
」
が
そ
の
移
行
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の

は
事
買
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
佃
戸
を
役
民
と
し
て
二
除
に
編
成
し
配
属
し
た
各
軍
営
に
番
上
立
役
せ
し
め
て
い
る
鮎
に
は
、
ま
だ

そ
の
奴
碑
制
的
な
性
格
の
残
存
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
@
の
例
の
示
す
通
り
、
園
家
は
各
管
の
屯
田
佃
戸
に
生
産
器
具
・
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曲
民
牛
・
種
子
な
ど
を
支
給
し
て
そ
の
牧
穫
の
半
ば
を
取
り
立
て
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
団
地
・
農
具
・
種
子
・
農
牛
ま
で
が

園
家
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
生
産
手
段
の
支
給
が
な
け
れ
ば
再
生
産
を
行
な
い
得
な
い
よ
う
な
無
田
之
民
が
③
の
よ
う
な
強
制
的
な

編
成
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
石
事
情
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
形
態
は
並
作
制
で
あ
ろ
う
と
も
、
他
方
で
は
奴
枠
制
的
経
営
で

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
嘗
時
、
公
団
で
の
良
民
戸
を
園
役
賦
課
基
準
で
あ
る
役
戸
制
を
以
て
編
成
し
て
軍
役
・
職
役
及
び
径
役

い
わ
ば
李
朝
権
力
の
『
園
家
的
奴
隷
制
』
的
な
支
配
を
そ
の
本
質
と
す
る
初
期
の
役
制
運
用
の
場
合

か
ら
な
る
賦
役
務
働
を
強
制
し
て
い
る
、

に
も
い
え
る
。

賞
際
、
役
制
自
睡
も
屯
田
経
営
と
同
様
、
李
朝
中
期
以
降
に
は
並
作
制
に
そ
の
基
盤
を
も
っ
て
し
か
、
行
き
詰
ま
っ
た
古
い
支
配
形
態
を
脱

却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
役
制
編
成
と
並
作
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
の
機
曾
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
注
目
し
て



き
た
い
の
は
、
こ
の
奴
牌
制
的
経
営
及
び
そ
れ
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
支
配
の
形
態
で
あ
る
公
・
私
役
関
係
は
渡
落
し
な
が
ら
も
、
こ
の
時
代

の
一
つ
の
生
産
構
造
と
し
て
、
し
か
も
園
家
に
よ
る
功
臣
・
王
族
べ
の
奴
稗
授
給
と
か
公
私
奴
稗
の
推
刷
事
業
な
ど
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
根

強
く
存
在
し
績
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
前
簡
の
園
家
に
よ
る
大
規
模
な
奴
縛
排
正
・
推
刷
事
業
は
、
初
期
の
李
朝
祉
舎

の
構
造
を
規
定
す
る
-
つ
の
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

即
ち
、
初
期
の
並
作
制
が
も
っ
生
産
構
造
は
、
嘗
時
の
佃
戸
に
よ
る
小
経
営
的
諸
特
質
に
そ
の
基
盤
を
も
ち
、
も
は
や
奴
稗
制
的
構
造
か
ら

脱
却
し
つ
つ
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
ま
だ
奴
稗
と
佃
戸
と
の
相
互
に
轄
化
し
合
う
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
う
み
出
さ
れ

た
佃
戸
的
奴
稗
及
び
奴
蝉
的
佃
戸
の
大
量
の
出
現
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
主
人
に
劃
す
る
隷
属
関
係
に
み
ら
れ
る
『
私
役
的
』
性
格
|
|
い
わ

ゆ
る
「
奴
主
之
分
」
と
呼
ば
れ
る
家
父
長
制
的
支
配
関
係
ー
ー
を
根
強
く
保
存
し
て
い
る

Y

即
ち
、
奴
蝉
制
的
段
階
の
諸
性
質
を
も
示
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。

国
こ
れ
ま
で
奴
稗
制
と
佃
戸
制
と
め
具
桂
的
な
歴
吏
的
相
互
関
係
を
強
調
し
て
き
た
が
、
他
方
に
お
い
て
佃
戸
制
が
そ
れ
以
前
の
奴
稗
制
に

劃
し
て
も
つ
優
越
性
と
準
歩
性
と
を
忘
れ
て
は
、
こ
の
並
作
制
成
立
の
基
礎
的
動
因
を
見
失
う
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
形
式
的
に
せ
よ
小
作
閥
係
で
あ
る
こ
と
、
再
生
産
過
程
に
お
け
る
地
主
に
劃
す
る
依
存
性
が
い
か
に
強
度
で
あ
っ
、
て
も
、
佃
戸
H
並

作
人
が
濁
立
の
小
経
営
者
で
あ
る
こ
と
は
、
奴
牌
制
的
経
替
に
比
較
す
れ
ば
、
生
産
力
の
急
速
な
護
展
を
保
誼
す
る
候
件
を
な
す
の
で
あ
っ

て
、
た
と
え
高
率
の
「
牟
牧
」
で
あ
る
に
せ
よ
地
代
率
が
慣
習
的
に
或
い
は
契
約
的
に
固
定
す
る
こ
と
は
、
直
接
生
産
者
側
に
お
け
る
剰
余
生

産
物
の
蓄
積
の
可
能
性
と
吊
そ
の
た
め
の
欲
望
と
闘
争
を
刺
戟
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一1l5~

勿
論
、
他
方
で
は
雇
工
・
蝉
夫
な
ど
の
よ
う
な
地
主
に
劃
す
る
奴
牌
的
隷
属
に
つ
い
て
の
事
例
も
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
が
、
彼
ら
は
決

し
て
奴
稗
そ
の
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
な
お
佃
戸
と
し
て
濁
立
の
小
経
営
者
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
だ
け
で
主
人
の
奴
牌
に
封
ず
る
よ
う
な
無
制

@
 

限
な
腫
使
を
あ
る
程
度
制
約
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
又
、
現
寅
的
に
奴
稗
か
ら
佃
戸
へ
の
移
行
が
準
展
し
つ
つ
あ
っ
て
も
、
李
朝
末

期
ま
で
依
然
と
し
て
奴
稗
に
止
ま
る
者
も
少
く
な
か
っ
た
し
、
奴
蝉
制
の
慶
棄
と
佃
戸
制
の
普
及
と
は
法
令
を
以
て
一
一
挙
に
全
園
的
に
行
な
わ

659 
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れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
園
家
の
法
令
に
劃
抗
し
な
が
ら
、
徐
々
に
個
別
的
に
移
行
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
初
期
の
よ
う
に
大
量
の
無
回
之
民
の
投
托
な
ど
に
よ
る
並
作
制
が
支
配
的
な
段
階
に
あ
っ
て
は
、
佃
戸
は
地
主
の
権
力
に
よ
っ
て

強
く
匪
迫
さ
れ
、
様
々
な
奴
牌
制
的
隷
属
関
係
を
強
制
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
地
主
に
封
す
る
佃
戸
の
再
生

産
過
程
の
濁
立
性
は
、
奴
稗
の
場
合
よ
り
高
い
程
度
に
達
し
て
い
る
の
を
そ
の
根
本
的
な
特
質
と
し
て
い
る
た
め
、
地
主
側
に
と
っ
て
は
彼
ら

に
射
し
て
従
来
の
奴
牌
制
的
支
配
闘
係
を
用
い
る
だ
け
で
な
く
二
連
の
経
済
的
強
制
を
も
一
一
層
強
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
藤
氏
の
農
妊
に
関
す
る
前
掲
論
文
の
な
か
で
農
荘
の
主
な
経
済
的
機
能
と
し
て

『
長
利
』
〈
リ
高
利
貸
)
行
篤
が
と
く
に
強
調
さ
れ
て
い
る

の
も
、
こ
の
迭
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

a
、
今
者
貧
寒
乏
徒
、
或
迫
於
公
賦
・
私
債
徴
枚
之
急
、
田
地
家
合
、
・
乞
寅
於
富
家
、
震
富
家
者
、
知
其
窮
急
、
減
債
以
買
之
。
(
成
宗
貫
録
十
二
年
六
月

壬
子
)

b
、
内
需
司
長
利
、
減
於
凡
人
取
息
、
而
行
之
無
弊
、
則
彼
管
利
之
人
:
・違
法
濫
徴
、
取
人
牛
馬
者
有
之
、
掠
人
之
財
産
者
有
之
、
奪
人
之
土
田
者
有
之
、

:
・
湾
民
之
破
産
失
業
、
十
常
四
五
。
(
同
十
三
年
十
二
月
丙
寅
)
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と
あ
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
貫
録
記
事
に
も
佃
戸
の
搾
取
手
段
の
な
か
で
も
「
長
利
」
パ
通
常
五
割
)
が
最
も
大
き
な
悪
弊
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

の
も
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
債
務
関
係
の
も
と
で
の
佃
戸
は
、
必
然
的
に
地
主
に
劃
す
る
濁
立
性
を
な
く
し
て
、
反
割
に
再
生
産

過
程
に
ま
で
く
い
こ
む
地
主
へ
の
依
存
を
特
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
、
こ
の
事
賓
の
な
か
に
地
主
の
佃
戸
に
射
す
る
抜
き
が
た
い
奴
蝉

制
的
支
配
の
基
礎
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
初
期
の
並
作
制
と
は
、
自
営
良
人
農
民
の
贋
汎
な
漫
落
を
そ
の
基
盤
と
し
、
こ
れ
ら
の
浪
落
良
民
を
従
来
の
「
家
父
長
制

的
」
奴
蝉
支
配
の
な
か
に
債
務
小
作
と
い
う
形
で
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
新
し
い
支
配
リ
隷
属
関
係
で
あ
る
と
要
約
さ
れ
よ

う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
並
作
制
の
特
質
を
費
ら
し
め
た
僚
件
と
し
て
は
、
繰
り
返
し
て
述
べ
た
通
り
、

ω奴
稗
制
の
廉
汎
な
存
在
、

ωそ
し

て
そ
れ
と
相
互
規
定
的
に
存
在
す
る
専
制
的
園
家
権
力
の
存
在
と
い
う
、
李
朝
祉
禽
に
お
け
る
こ
つ
の
基
本
的
特
質
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
特



に
、
李
朝
園
家
の
園
役
負
捨
者
と
し
て
の
良
民
を
追
及
し
た
こ
と
は
結
果
的
に
、
一
方
で
は
避
役
良
民
と
い
う
大
量
の
ば
労
働
力
を
並
作
制
に
供

給
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
だ
町
で
な

C
、
他
方
で
は
地
主
の
佃
戸
に
劃
す
る
支
配
擢
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い

@
 

る
。
例
え
ば
、
良
民
を
追
及
し
て
復
役
さ
せ
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
「
戸
牌
法
じ
の
賓
施
も
結
果
的
に
は
、

本
朝
立
鋭
牌
之
法
、
矯
得
良
民
也
、

一然
自
続
牌
之
後
、
良
民
日
減
而
新
得
奴
解
者
頗
多
、
:
・
自
立
競
牌
之
法
、
良
民
則
必
考
良
籍
、
賎
則
考
賎
、
・
:
故
良
民

之
無
籍
者
、
賎
人
之
在
逃
者
、
無
所
於
錆
一
、
趨
勢
家
篤
奴
縛
者
、
何
勝
数
、
故
時
人
魚
之
語
回
、
骨
周
勢
家
騒
奴
解
者
、
貌
牌
之
法
也
。
(
容
宗
貫
録

一年

十
二
月
丙
申
〉

と
あ
る
よ
う
に
、

か
え
っ
て
良
民
の
一
部
を
勢
家
に
投
托
さ
せ
る
破
自
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
字
面
、
他
人
の
奴
牌
を
不
法
に

p

占
有
す
る
こ

奴
蝉
所
有
主
の
奴
牌
に
劃
す
る
支
配
擢
を
法
的
に
保
障
し
、
逃
亡
奴
稗
の
推
刷
を
園
家
自
ら
行
な
っ
て
い
た
(
経
園
大
典
刑
典
私

園
家
の
佃
戸
や
奴
稗
に
劃
す
る
一
連
の
法
的
制
限
に
頼
っ
て
、
地
主
ら
の
圏
家
権
力
に
劃
す
る
依
存
度
が
ま
す
ま
す
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と
を
禁
じ
、

賎
篠
)
。
こ
の
よ
う
に
、

深
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

四

結
び
l

「
並
作
品
寸
牧
」
制
の
歴
史
的
意
義

以
上
の
よ
う
に
、
李
朝
初
期
に
お
け
る
、
レ
わ
ゆ
る
「
並
作
牢
牧
」
制
の
成
立
過
程
を
通
じ
て
、
そ
の
地
主
H
佃
戸
関
係
の
内
部
構
造
と
性

格
を
一
臆
考
え
て
み
た
。
特
に
、
並
作
制
の
直
接
的
捨
い
手
で
あ
る
佃
戸
層
の
歴
史
的
特
質
、
す
な
わ
ち
、
李
朝
の
奴
稗
制
の
饗
質
過
程
と
相

侠
っ
て
南
者
間
で
の
相
互
に
轄
化
し
合
う
関
係
、
そ
し
て
そ
の
中
に
お
い
て
奴
稗
制
か
ら
佃
十
戸
制
へ
の
移
行
と
レ
う
歴
史
的
運
動
方
向
に
つ
い

て
検
討
を
試
み
た
。

こ
の
よ
う
な
地
主
H
佃
戸
関
係
の
特
質
を
考
え
た
の
ち
に
、
そ
れ
と
同
族
又
は
村
落
「
共
同
鐙
」
の
性
格
や
組
織
と
の
関
連
や
、
李
朝
園
家

の
農
民
支
配
の
た
め
の
役
制
編
成
及
び
そ
の
運
用
法
則
と
の
相
互
関
係
な
ど
、
李
朝
初
期
の
全
社
曾
構
成
が
百
六
鐙
的
に
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
、
李
朝
祉
舎
に
お
い
て
同
族
集
固
に
よ
る
共
同
鐙
的
結
合
が
い
か
に
強
度
で
あ
っ
て
も
、
又
、
貢
賦
・
循
役
の
賦
謀
な
ど
を
通
じ

661 
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て
農
民
に
劃
す
る
園
家
的
規
制
が
非
常
に
強
力
な
種
制
を
取
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
運
動
法
則
は
あ
く
ま
で
も
、
か
か
る
地
主
H
佃
戸
関
係

の
具
韓
的
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
、
こ
の
支
配
・
隷
属
闘
係
の
墜
史
的
段
階
や
内
容
に
よ
っ
て
は
、

「
共
同
鐙
」
的
慣
習
や
園
役
の
制
度
的
規
定
も
全
く
異
っ
た
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

〈図 1) 

同
一
の

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
大
雑
把
に
整
理
し
て
園
式
し
て
み
る
と
、
《
園

I
》
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
並
作
制
に
よ
る
地
主
H
佃
戸
関
係
の
あ

り
方
は
、
李
朝
初
期
に
お
け
る
身
分
制
及
び
そ
の
直
接
的
表
現
で
あ
る

役
制
編
成
と
現
賓
的
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
と
く
に
〈
園
家
叫
良
民
〉

の
関
係
で
あ
る
「
園
役
」
と
、

〈
奴
主
(
主
に
雨
班
)
礼
奴
搾
〉
の
関
係

で
あ
る
「
私
役
」
と
の
相
互
に
規
定
し
合
う
、
雨
者
の
有
機
的
関
係
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
雨
者
聞
の
相
互
作
用
に
つ

い
て
簡
単
に
要
約
し
て
み
る
と
、
次
の
二
逼
り
で
あ
る
。
ま
ず
「
私

役
」
に
封
す
る
「
園
役
」
の
作
用
は
李
朝
祉
舎
に
お
け
る
〈
封
建
的
〉

な
も
の
を
抑
制
し
、
中
央
集
権
的
官
僚
制
に
指
向
さ
せ
る
僚
件
と
な

-1l1J-

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
に
封
建
領
主
と
な
り
う
る
よ
う
な
農
荘
主
な
ど

は
著
し
く
中
小
官
僚
化
す
る
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
農
荘
の
奴
僕
又
は

投
托
佃
戸
ら
も
'
次
第
に
よ
り
濁
立
性
の
高
い
良
民
的
な
も
の
に
上
昇
し

て
い
く
傾
向
を
も
つ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

失
に
は
、

「
園
役
」
に
劃
す
る
「
私
役
」
の
作
用
で
あ
る
が
、
前
者

の
よ
う
に
圏
役
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
ほ
ど
、
士
大
夫
支
配
糟
紐
は
被



ら
の
私
奴
縛
及
び
佃
戸
ら
を
越
え
て
よ
り
贋
汎
な
中
間
階
層
で
あ
る
一
一
般
の
良
民
に
劃
し
て
園
家
権
力
を
通
じ
て
一
定
の
階
級
的
支
配
を
及
ぼ

す
と
い
う
代
償
を
も
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
園
役
の
編
成
が
全
良
民
及
、び
公
賎
屠
か
ら
な
る
離
で
は
、
そ
の
役
務
や
納
貢
は
い
わ
ば
共
同
の
受

、盆
者
負
措
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
特
に
公
回
で
の
並
作
制
の
進
展
、
す
な
わ
ち
良
民
屠
の
分
解
が
激
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
品
官
郷
吏
や
中

小
官
吏
か
ら
な
る
一
部
の
支
配
階
級
が
析
出
し
、
よ
り
優
位
な
篠
件
で
園
家
権
力
に
参
加
し
た
場
合
、
上
記
の
闘
役
の
義
務
は
ま
す
ま
す
階
扱

的
牧
奪
の
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
そ
し
て
園
役
の
負
携
が
加
重
せ
ら
れ
た
良
民
屠
の
中
か
ら
は
、
次
第
に
被
支
配
層
と
し
て
り
佃
戸
的
な
も
の

@
 

が
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
牽
制
し
合
う
雨
者
の
相
互
作
用
に
規
定
さ
れ
、
身
分
上
で
は
良
民
的
な
も
の
で
あ
れ
、
奴
稗
的
な
も
の
で
あ
れ
、
生
産
関
係
の

な
か
で
濁
立
の
小
鰹
替
を
行
な
い
、
自
分
の
生
活
手
段
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
‘
た
佃
戸
的
な
も
の
が
支
配
的
形
態
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、

，
次
第
に
園
役
や
私
役
の
も
つ
本
来
の
奴
稗
制
的
な
本
質
を
崩
壊
せ
し
め
、
な
お
且
つ
、
地
主
H
佃
戸
閥
係
と
い
う
新
し
い
支
配
・
隷
属
関
係
の

上
で
そ
れ
ら
を
再
編
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
こ
そ
、
並
作
制
成
立
に
お
け
る
第
一
次
的
意
義
一で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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次
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
直
接
生
産
者
の
再
生
産
過
程
ま
で
支
配
す
る
よ
う
な
地
主
H
佃
戸
と
の
生
産
関
係
は
、
初
期
の
並
作
制
を
著
し
く
奴

、稗
制
的
支
配
閥
係
の
中
に
追
い
込
ま
せ
、
雇
工
・
稗
夫
の
よ
う
な
奴
蝉
的
佃
戸
を
う
み
出
す
「
家
父
長
的
」
支
配
閥
係
を
強
め
る
結
果
と
な
る
こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
卸
ち
、
地
主
と
佃
戸
と
の
劉
立
と
分
離
の
反
面
に
あ
る
、
債
務
関
係
の
よ
う
な
強
い
経
済
的
依
存
関
係
は
佃
戸

を
奴
稗
的
な
も
の
に
接
近
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
『
奴
主
之
分
』
の
よ
う
な
家
父
長
的
支
配
関
係
に
お
い
て
地
主
に
結
び
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

っ
た
。
李
朝
社
舎
に
お
い
て
家
父
長
的
支
配
関
係
が
農
村
の
内
部
に
板
強
く
存
在
じ
て
い
た
こ
と
は
こ
こ
に
そ
の
根
擦
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

と
く
に
、
こ
の
黙
に
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
初
期
に
す
で
に
李
朝
農
村
祉
舎
の
内
部
で
贋
汎
に
再
編
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
、
い
わ
ゆ
る
同
族
「
共
同
種
」
の
性
格
及
び
並
作
制
と
の
開
係
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
具
盤
的
な
検
討
は
別
の

機
禽
に
委
ね
る

γ

こ
と
に
す
る
が
、
差
し
嘗
っ
て
、
今
い
え
る
の
は
、
嘗
時
の
佃
戸
経
営
の
再
生
産
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
李
朝
様
力
に
よ
る
公

的
権
威
は
殆
ど
た
よ
り
に
な
ら
ず
、
司
そ
の
代
り
に
同
族
「
共
同
瞳
L

が
、
一
つ
の
私
的
保
障
機
構
と
し
て
同
族
扶
助
の
た
め
の
共
有
地
の
設
定
、
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山
林
及
び
水
利
施
設
の
共
同
利
用
、
そ
し
て
有
利
な
小
作
地
の
貸
典
な
ど
を
通
じ
て
佃
戸
に
再
生
産
の
基
盤
を
典
え
て
い
た
こ
と
や
、
他
方
、

こ
れ
ら
の
同
族
成
員
の
佃
戸
の
第
働
力
を
確
保
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
、
窮
極
的
に
は
並
作
制
に
そ
の
経
済
的
基
盤
を
も
っ
嘗
時
の
新
興
の

土
大
夫
支
配
階
級
の
た
め
の
韓
制
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
同
族
「
共
同
鐙
」
が
外
部
勢
力
に
劃
し
て
排
他
的
で
あ
り
、
共
有
山
林
な
ど
の
利
用
に
お
い
て
猫
占
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ

れ
を
守
る
た
め
に
は
、
内
部
的
に
は
同
族
成
員
を
一
一
層
結
束
す
る
「
共
同
種
L

的
規
制
を
強
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
前
述
の
地
主

H
佃
戸
関
係
に
お
け
る
家
父
長
的
支
配
閥
係
は
、
こ
の
よ
う
な
「
共
同
鐙
」
的
規
定
を
逼
じ
て
具
値
化
さ
れ
、
小
作
地
・
山
林
水
利
の
利
用
な

ど
の
経
営
僚
件
を
確
保
す
る
た
め
に
ま
す
ま
す
「
共
同
桂
」
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
佃
戸
に
強
制
す
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
初
期

の
並
作
制
成
立
の
特
質
に
基
づ
い
た
地
主
H
佃
戸
関
係
に
お
け
る
家
父
長
的
支
配
関
係
、
特
に
そ
の
具
現
慢
で
あ
る
同
族
「
共
同
盟
」
が
、
李

朝
農
村
枇
曾
に
お
け
る
支
配
的
結
合
様
式
と
し
て
存
在
し
、
又
再
生
産
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
並
作
制
成
立
に
お
け
る
第
二
次
的
意

@
 

義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
並
作
制
の
成
立
過
程
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性
と
特
質
は
、
濁
立
の
小
経
営
者
で
あ
る
佃
戸
の
経
済
的
成
長
に
よ
り
'
次
第
に

止
揚
さ
れ
、
並
作
制
も
名
賀
共
に
そ
の
「
牢
牧
」
的
性
質
の
み
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
づ
い
て
純
粋
な
経
済
的
関
係
と
し
て
の
「
近
世

的
」
地
主
・
小
作
関
係
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
十
六
世
紀
以
降
、
水
田
で
の
移
秩
法
・
稲
褒
二
毛
作
及
び
田
作
で
の
代
団
法
の
導
入
、
カ
レ
な
ど
の
農
器
の
使
用
、
大
幅
な
水
利

施
設
の
増
加
な
ど
、
一
連
の
農
業
生
産
刀
水
準
の
向
上
、
そ
し
て
農
産
物
の
商
品
生
産
に
伴
な
う
局
地
的
市
場
の
震
生
と
商
品
流
通
の
展
開
な

@
 

ど
の
「
商
品
経
済
」
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
嘗
然
、
そ
の
中
か
ら
「
経
済
的
」
地
主
と
な
る
部
分
を
う
み
だ

す
こ
と
も
少
な
か
ら
、ず
、
十
七
J
八
世
紀
の
地
主
H
佃
戸
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
前
掲
の
金
容
獲
の
「
経
営
刑
キ
冨
農
」
又
は
許
宗
浩
ら

@

・

の
「
庶
民
地
主
」
な
ど
の
よ
う
な
階
層
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
同
時
に
直
接
生
産
者
で
あ
る
佃
戸
の
『
身
分
恥
』
・
『
経
済
的
』
地

位
の
向
上
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
並
作
制
の
再
編
成
、
又
、
賭
地
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
定
額
地
代
の
確
立
な



ど
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
李
朝
後
期
社
舎
に
お
け
る
新

L
い
地
主
H
佃
戸
の
関
係
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。
本

稿
で
は
初
期
に
お
け
る
並
作
制
成
立
に
つ
い
て
の
諸
問
題
に
限
っ
て
検
討
し
て
み
た
こ
と
に
止
め
る
。
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註⑬
と
く
に
、
十
七
世
紀
以
降
、
奴
鮮
の
全
人
口
に
射
し
て
占
め
る
構
成
上

の
比
率
は
あ
ま
り
安
ら
な
い
が
、
李
朝
園
家
の
奴
抽
併
に
制
到
す
る
政
策
の
襲

濯
を
遁
じ
玄
み
て
も
、
そ
の
祉
曾
的
立
場
は
ま
す
ま
す
向
上
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
主
な
内
容
を
取
り
上
げ
る
と
①
奴
縛
の

「
願
良
L

に
闘
す
る
法
律
的
規
定
の
確
立
(
「
績
大
典
」
五
刑
奥
漬
良
篠
〉
、

②
奴
縛
の
身
貢
額
の
段
階
的
減
少
、
③
一
八

O
一
年
の
公
奴
縛
革
破
の
賓

現
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑬
「
太
組
、
除
内
属
奴
縛
在
宮
供
役
外
、
出
居
外
郊
、
耕
回
納
税
」
ハ
高

麗
史
九
三
列
停
六
健
承
老
停
)
、
叉
は
r-光
宗
二
十
四
年
(
A
-
D
九
七

一
ニ
〉
十
二
月
刊
・
陳
田
墾
耕
人
、
私
回
則
初
年
所
牧
全
絵
、
二
年
始
奥
田

主
分
字
、
公
回
限
三
年
金
絵
、
四
年
始
依
法
枚
租
」
〈
同
七
八
、
食
貨
志
一

回
制
〉

②
「
容
宗
六
年

(
A
・
D
一
一
一
一
)
八
月
剣
・
三
年
以
上
陳
国
墾
耕
所

牧
内
爾
年
全
給
佃
戸
、
第
三
年
則
奥
田
主
分
字
、
三
年
陳
回
、
四
分
篤
率
、

一
分
回
主
、
三
分
佃
戸
、
一
年
陳
回
、
三
分
震
率
、
一
分
田
主
、
二
分
佃

戸
」
〈
問
)

@
周
藤
吉
之
「
麗
末
鮮
初
に
於
け
る
農
荘
に
就
て
」
二
十
二
・
三
頁
ハ
「育

丘
皐
叢
』
十
七
)

②
註
@
の
周
藤
論
文
に
よ
れ
ば
、
農
妊
は
そ
の
所
有
主
が
直
接
に
経
営
・

管
理
す
る
も
の
で
な
く
、
王
室
の
農
荘
は
奴
僕
・
委
差
、
寺
院
の
農
荘
は

門
弟
・
弟
子
、
宗
親
・
貴
族
の
農
荘
は
家
臣
・
書
題
・
管
庄
奴
・
幹
僕
・

伴
倫
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
農
荘
主
か
ら
委
任
さ
れ
た
管
理
人
が
源
遣
さ
れ
、

農
荘
で
の
奴
縛
や
佃
戸
の
耕
作
活
動
を
監
督

・
管
掌
し
て
い
た
。

③
麗
末
鮮
初
の
記
事
に
よ
る
と
、
駆
史
(
丘
史
〉
は
幾
工
、
其
人
(
京
に

人
質
と
さ
れ
て
い
る
郷
族
の
子
弟
〉
、
貢
戸
な
ど
か
ら
な
り
、
雑
路
人
と

呼
ば
れ
授
織
し
で
も
限
品
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
功
臣
に
は
陪
従
随
行
員

で
あ
る
「
根
崎
」
と
し
て
賜
給
さ
れ
た
が
、
各
品
の
朝
土
も
駈
史
を
率
い

る
こ
と
を
許
否
れ
て
い
た
。
太
宗
朝
に
な
っ
て
は
官
奴
牌
を
以
て
こ
れ
に

充
て
て
お
り
、
特
に
功
臣
の
躍
史
に
は
京
居
奴
鮮
を
給
し
た
が
、
成
宗
元

年
二
月
己
未
練
に
は
、
厩
史
は
外
居
奴
稗
を
以
て
充
給
せ
し
め
る
こ
と
を

定
め
た
σ

@
「
伴
人
」
は
功
臣
・
宗
親
・
儀
賓
な
ど
に
賜
る
も
の
で
、
園
家
が
遜
見

職
を
奥
え
て
俸
糠
を
給
し
て
い
る
一
軍
卒
で
あ
っ
た
。
「
箕
奔
」
・
「
把
領
」

も
初
入
仕
を
許
さ
れ
て
お
り
、
品
官
で
あ
っ
て
、
伴
人
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
寅
際
に
は
「
(
畿
旬
)
多
宰
相
農
荘
、
其
良
民
之
有
国
宅
物
力
者
、

占
篤
伴
倫
」
ハ
成
宗
貫
録
五
年
間
六
月
辛
丑
)
と
あ
る
よ
う
に
、
勢
家
に

強
制
的
に
使
役
さ
れ
奴
舛
・
佃
戸
の
如
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。

③
詳
し
く
は
、
李
鍾
河
「
朝
鮮
王
朝
の
労
働
法
制
L

ハ
一
九
六
九
年
〉
五

章
二
節
参
照
。

⑧
「
若
奴
解
雇
工
人
、
盛
岡
家
長
自
首
、
及
相
告
言
者
、
皆
輿
罪
人
自
首
同
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得
完
罪
」
ハ
大
明
律
直
解
、
名
例
律
倉
一
)

@
「
且
請
遺
棄
児
枚
草
食
教
活
之
人
、
亦
依
丁
丑
例
、
自
賑
血
路
成
迭
立
案
、

使
之
永
作
奴
解
、
或
矯
牧
草
食
、
或
震
雇
工
失
」
(
粛
宗
貫
録
二
汁
九
年
十

二
月
笑
未
)

③
「
臣
等
伏
思
墾
田
賞
職
一
事
叉
有
慮
鷲
、
夫
墾
困
難
事
、
雄
以
上
農
十

夫
之
家
、
墾
治
十
余
結
者
山
間
官
帯
、
今
朝
土
受
職
者
、
或
十
結
二
十
結
、
以

至
三
十
結
之
多
者
有
之
、
匡
等
恐
有
如
捕
賊
之
濫
、
就
令
賞
墾
、
彼
新
徒

之
奴
、
不
多
之
力
、
安
能
二
耕
治
乎
、
如
終
不
治
何
盆
於
賞
、
・
・
(
中

略
〉
・
:
委
遺
牽
宮
墾
団
員
僑
給
負
多
少
、
熟
治
輿
否
、
輸
租
有
無
、
:
・
」
(
世

，組
賓
録
十
二
年
十
月
戊
申
)
と
あ
る
如
く
、
朝
土
が
陳
荒
地
を
開
墾
す
る
、

自
家
の
奴
縛
を
し
て
そ
の
土
地
を
耕
作
せ
し
め
て
、
原
則
的
に
は
国
家
に

公
租
(
三
十
斗
〉
を
納
め
、
残
り
の
収
穫
量
を
以
て
お
そ
ら
く
外
居
奴
縛

と
雨
分
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
③
の
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
蛍
時
に
は
す
で
に
自
分
の
奴
縛
だ
け

で
耕
作
し
え
な
い
農
荘
も
あ
り
‘
叉
、
「
且
朝
土
農
荘
畿
内
居
多
、
令
其

主
給
民
耕
種
動
耕
」
(
成
宗
貫
録
三
年
七
月
甲
子
〉
と
か
「
孝
寧
大
君
家
奴

・
:
招
納
流
亡
共
三
百
四
十
徐
人
・
:
承
旨
鄭
忠
敬
家
奴
:
・
招
納
流
亡
無
慮
一

百
徐
人
」
(
世
宗
貫
録
二
十
一
年
九
月
丙
辰
〉
と
あ
る
よ
う
に
現
地
民
や

波
落
良
民
を
用
い
て
い
る
農
廷
に
つ
い
て
の
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る
。

③
す
な
わ
ち
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
最
も
典
型
的
な
賞
例
は
古
い
奴
縛
制

的
経
営
か
ら
の
逃
散
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
四
方
博
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

大
丘
府
下
の
数
カ
面
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
奴
稗
数
の
中
で
、
首
時

の
不
在
奴
湖
畔
を
原
因
別
に
分
け
て
お
り
、
特
に
逃
亡
奴
鮮
が
全
奴
縛
に
到

し
て
占
め
て
い
る
比
率
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
〔
I
〕

、

ハ
一
六
九
O
年
〉
に
三
四
・
二
%
、
〔
E
〕
〈
一
七
二
九
J
一七一一
一二
年
V

に
二
六
・
六
%
、
〔
E
〕
〈
一
七
八
三
J
一
七
八
九
年
)
に
四
二
・
六
%
、

〔W
〕
(
一
八
五
八
年
)
に
五
八
・
八
%
と
な
っ
て
お
り
、
常
に
不
在
原
因
の

首
位
で
る
る
。
ほ
か
に
不
在
原
因
と
し
て
は
、
他
住
慮
が
多
い
が
、
こ
れ

ら
は
外
居
奴
縛
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、

死
亡
の
場
合
を
除
い
て
、
放
費
に
よ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
慢
の

0
・
五
%
に
渇
き
な
い
。

@
聞
役
の
負
也
捕
者

(
H良
民
)
の
動
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
李
靭
園
家

は
「
戸
籍
法
」
と
と
も
に
、
五
家
の
一
組
を
以
て
一
比
〈
又
は
一
統
)
と

い
う
切
隣
の
共
同
責
任
組
織
を
形
成
す
る
「
五
家
作
統
法
」
、
そ
れ
に
加

え
て
「
鋭
牌
L

と
い
う
身
分
霊
明
の
傾
用
制
を
一
緒
に
施
行
し
て
い
た
。

ζ

れ
ら
は
役
か
ら
逃
避
し
て
戸
口
の
登
録
も
な
し
に
移
後
・
流
離
し
て
い

る
こ
と
や
、
ま
た
、
こ
の
避
役
民
を
不
法
に
隠
匿
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め

に
講
じ
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
特
に
、
続
牌
法
は
職
業
・
姓
名
・
居
住
地

な
ど
が
記
さ
れ
た
牙
・
角
・
黄
楊
木
・
木
牌
を
身
分
に
感
じ
て
保
用
す
る

よ
う
に
し
て
、
「
民
庶
紹
流
亡
之
心
、
戸
口
無
増
損
之
弊
」
(
太
宗
貫
録

六
年
三
月
甲
寅
〉
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。

@
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
李
朝
の
役
制
と
土
地
所
有
」

，(農

林
業
問
題
研
究
三
七
披
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
李
朝
に
お
け
る
同
族
『
共
同
鐙
』
の
歴
史
的
性
格
」

ハ
同
三
五
蹴
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑧
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
し
嘗
り
、
以
下
の
労
作
を
参
照
さ
れ
た
い
。

金
容
隻
「
朝
鮮
後
期
農
業
史
研
究
」

1
・
E
(
一
九
七
一
)
、
許
宗
浩
「
朝

鮮
封
建
末
期
に
お
け
る
小
作
制
研
究
」
ハ
一
九
六
五
年
)
、
「
朝
鮮
に
お
け

る
資
本
主
義
的
関
係
の
費
生
」
ハ
一
九
七

O
年
)
、
安
乗
殆
「
商
品
経
済
の
，

畿
展
と
私
蔚
」
ハ
朝
鮮
史
研
究
曾
論
文
集
五
U

、
菱
高
士
ロ
「
朝
鮮
後
期
商
業
-
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資
本
の
成
長
」
(
韓
国
史
研
究
一
九
六
八
年
〉
、
劉
元
東
「
一朝
鮮
後
期
商

工
業
史
研
究
」
(
一
九
六
八
年
〉
。

@
金
容
獲
「
朝
鮮
後
期
の
経
営
型
富
農
と
商
業
的
農
業
」
ハ
前
掲
書
E
所

牧
)
、
許
宗
浩
、
前
掲
室田
一
章
三
節
参
照
。

@
李
重
崎
駅
「
揮
塁
誌
L

線
論
、
草
文
嬰
「
壬
蹴
以
後
の
良
役
と
均
役
法
の

667 

成
立
」

、ハ
「
史
事
研
究
」
十
・
十
己
、
四
方
博
「
李
朝
人
口
一に
閲
す
る
身

分
階
級
別
的
観
察
」
司(
朝
鮮
経
済
の
一
研
究
」

E
・
京
城
帝
大
法
皐
曾
編
〉
、

金
容
獲
「
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
身
分
制
の
動
揺
と
農
地
所
有
」
(
『
史
事
研

究
』
十
五
)
、
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